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平成２１年第３回  

美唄市議会定例会会議録 

平成２１年９月４日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１６６６６名名名名））））    

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  斎 藤 正 紀 君 

 総 務 部 長  安 田 昌 彰 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  岡 嶋 博 文 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  板 東 知 文 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 事 務 局 長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  稲 村 秀 樹 君 

 

◎欠席欠席欠席欠席説明員説明員説明員説明員    

    総務部総務課長  小 橋 一 夫 君    

 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

８番 米田良克議員 

９番 白木優志議員 
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を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、一般

質問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

１１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員（登壇） 平成２１年

第３回市議会定例会に当たり、私は大綱３点

につきまして、市長並びに教育長にお伺いを

いたしたいと思います。 

大綱１点目は、地域活性化対策関連事業で

ありますが、雇用の喚起と美唄で生産される

ものを広く内外に紹介、売り込みをかけるべ

く、地場産品アンテナショップが開設をされ、

３名の新規雇用のもと、間もなく開設以来２

カ月を迎えようとしておりますが、これまで

の経過の中で出店者数、それらの品目数、開

設営業時間、これまでの売上高、店舗入り込

み数、さらにはそうした中における売れ筋商

品にはどういったものがあるのか。それらの

集約したものがあれば、お知らせをいただき

たいと思います。 

また、利用者の声を把握すべくアンケート

調査も実施をしているとのことでありますが、

それらの結果から、どのようなことが見えて

きているのか、これもわかれば、併せてお知

らせをいただきたいと思います。 

次に、２年間にまたがる事業であります地

域の魅力まるごとブランド化事業であります

けれども、その進捗状況はどのような段階に

なっているのか、まずお伺いをいたしたいと

思います。 

先般、精度の高い事業計画をしていくため

にモデル的に札幌の大学生を対象にしたツア

ーや、同じく札幌に住む親子を対象としたツ

アーも行われたことが新聞等で報道をされて

おりましたが、それぞれ参加人員、ツアーの

具体的な内容、それらに対する参加者の声や

評価、またそこから見えてきた課題などがあ

るとすれば、教えていただきたいと言うふう

に思います。今後、地域資源を生かし、美唄

の魅力を前面に出した本格的な事業展開につ

なげていくことになると思われますが、この

たびのツアーの結果や、課題を踏まえて、時

期や具体的な内容の組み立てなど、ツアー会

社を交え、どのように企画をし、実施段階に

移行していくおつもりなのか、お伺いをいた

します。 

大綱２点目につきましては、新興感染症に

おける、いわゆる新型インフルエンザであり

ますが、国内ではここに来て感染スピードが

加速傾向を示し、急増している沖縄を筆頭に、

本道も流行期に入ったと報道されるなど、ま

た、関連して稚内市において感染の疑いのあ

る死亡者が出るなど、少なからず心配される

ところであり、今後通常のインフルエンザの

流行期を迎える時期と相まって、慎重、かつ

十分な対策等を講じていかなければならない

ところであります。よって、これらについて、

順次お伺いをいたしたいと思います。 

まず、このインフルエンザ発生の要因と言

いますか、原因と言ったらいいのでしょうか、

それらについてと、発生における症状につい

てでありますが、さまざまなケースがあると

思われますが、特定的疾患や基礎疾患を持つ

方や、妊婦あるいは乳幼児、高齢者なども含

め、特徴的なものについてお知らせをいただ

きたいと思います。 
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次に、感染者の発生状況についてでありま

すが、これまでの全国・全道及び岩見沢保健

所管内の状況はどのようになっているのか。

また、最近は集団発生も急増しており、直近

の数字がわかれば教えていただきたいと思い

ます。 

次に、市内においてもそう時間を待たずし

て、おそらく感染、発生があるものと私は考

えるところでありますが、発生を確認した時

点においては、迅速かつ的確な対応が求めら

れるところでありますが、それらについては、

どのような対策を取られるおつもりか、お伺

いをいたします。 

次に、そうした中で最も重要なのは、まず

感染を防ぐ、いわゆる感染予防対策と、発生

後においては、その拡大を最小限に抑える拡

大抑止対応策が何よりも求められるわけであ

ります。そこで、３点についてお伺いをいた

します。 

１点目は、周知の方法や医療機関との連携

についてでありますが、独居老人を含め、よ

り綿密な市民への周知の在り方や、医師会を

初めとする、医療機関との連携をどのように

図られるおつもりか、お伺いをいたします。 

２点目は、学校等を初め集団施設等に対す

る対策についてでありますが、教育施設関係

につきましては、特に８月に入り、学校活動

の再開に伴い、各地において集団感染が急激

に増加をしており、看過できない状況を迎え

ていると言っても過言でないところに来てい

ると言えますが、そうした学校等におけるこ

れらの対応策について、これまでどのような

対策をとられてきたのか。今後、ことに集団

感染が発生した場合において、学校関係者、

家庭との連携はもとより、学級閉鎖、あるい

は学校閉鎖などの判断を含め、具体的にどの

ような対策を講じられるのか、教育長にお尋

ねをいたします。 

教育施設を除く保育所や社会福祉施設など

を初めとして、不特定多数の人が出入りする

公共施設や商業施設など、あるいは近年建設

をされた各戸への入り口に通じる共同利用型

の通路を持つ公営集合住宅等については、多

くの患者が発生する確率が高まるものと思わ

れますが、どのような対策をとられるおつも

りか、この点につきまして市長にお伺いをい

たします。 

３点目は、重症化につながりやすい特定疾

患や基礎疾患患者や、妊婦及び乳幼児等への

対応、またワクチン等についてでありますが、

その確保について、あるいは今後の接種時期

の見通しや、優先順位及び接種費用の軽減策

等については、どのようなお考えをお持ちな

のか、お伺いをいたします。 

次に、大綱３点目の教育問題につきまして、

教育長にお伺いいたします。 

１点目として、子どもの健全育成サポート

システムについてでありますが、平成１６年

８月に北海道教育委員会と北海道警察との間

で児童生徒の非行等に関する情報の共有や、

再発防止及び未然防止に向け、協定書を交わ

し、９月から運用が開始され、全道各自治体

で取り組まれてきたところと思いますが、私

も平成１７年第２回定例会においてお尋ねを

いたしましたが、本市における協定を含めた

状況はその後どうなっているのか。また、学

校において有効に活用した事例等があれば、

お知らせをいただきたいと思います。また、
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そのときの御答弁の中で、個人情報の扱いが

課題であり、検討を要するとのことでしたが、

そのことにつきまして、その後、どのような

対応をされてきたのかも、お伺いをいたしま

す。 

２点目は、食にかかわる教育についてであ

りますが、近年食生活の乱れが深刻化し、国

民的課題となり、望ましい食生活習慣の形成

を図るためには、若年世代に向け、食に関す

る指導を充実させることが生きる力の源にな

るとして、学校において食に関する指導と、

学校教育の管理を一体的なものとして指導す

る栄養教諭制度が、平成１１年４月にスター

トしたわけでありますが、本市においては、

ようやく本年度より中央小学校と東小学校に

それぞれ配置され、食に関する指導と、学校

給食の管理が途についたところでありますが、

着任した栄養教諭は、各校の教職員の協力を

得ながら、意欲的に取り組んでいると伺って

いるところでありますが、しかしながら、２

名で１１校全部を受け持たなければならず、

しかも給食センター栄養職員職も兼務とのこ

とであり、非常に多忙な状況に置かれている

現状を踏まえ、今後においては、これらの状

況やかかわりをどのように整理をし、充実し

たものにしようとしていかれるおつもりか、

お伺いをいたしたいと思います。 

３点目は、農業体験学習についてでありま

すが、本年度において大きな教育の柱にグリ

ーン・ルネサンス推進事業が組み込まれ、本

市の基幹産業である農業が持ち合わせる教育

的効果を活用し、それを子供たちに五感で感

じてもらい、地域農業者等の協力のもとに、

子ども達が本来持っている力を引き出すべく、

次年度の本格的実施に向け、小学校農業科設

置検討事業が進められているとのことであり

ますが、その進捗状況はどのようになってい

るのか、お伺いをいたします。 

以上でこの場からの質問を終わります。  

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 土井議員の質問

にお答えします。 

初めに、地域活性化対策事業等について、

アンテナショップについてでありますが、本

市の農産物や特産品を初め、宮島沼やアルテ

ピアッツァ美唄などの地域資源を広くＰＲす

ることを目的に、アンテナショップ PiPa が本

年７月１１日にオープンし、市民の皆さんや

国道を行きかうドライバーなど、多くの方々

に立ち寄っていただいております。アンテナ

ショップの出店者につきましては、農産物を

扱う農家及び団体が１４業者、特産品や加工

品は１７業者、花を扱う業者は２社、全体で

３３業者で販売品目については、季節野菜が

５３品目、米や農産加工品など４６品目、花

が３０品目、合計１２９品目となっておりま

す。売り上げ状況については、７月は２５３

万円の売り上げで、内訳は、季節野菜などの

農産物が７５万円、特産品や加工品が１６６

万円、花が１２万円となっております。また、

８月の売り上げは全体で３１２万円で、季節

野菜の農産物が７０万円、特産品や加工品が

２３１万円、花が１１万円となっております。 

次に、営業時間については、午前１０時か

ら午後５時までで、来店者数の正確な数字は

把握できておりませんが、お買い上げいただ

いた方について、レシート発行枚数で申し上

げますと、７月は２，５２０人、８月は２，
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７０１人となっております。 

次に、アンケート調査については、８月１

９日までの３９日間実施し、１２８人から回

答をいただいているところであります。アン

テナショップを知ったきっかけは、新聞記事

が２２％と最も多く、次いで、テレビ放映が

１７％、国道通過時が１６％の順となってお

ります。来店者については、市内・市外がそ

れぞれ５０％となっており、９０％以上の方

に興味がある商品が置いてあると回答をいた

だいております。また、商品構成については、

５１％の方が満足しており、この２カ月間の

売れ筋はやきとり、やきそば、とりめし、ハ

スカップ炭酸水、米粉商品などの順になって

おります。 

アンテナショップにつきましては、これま

でさまざまな意見、要望をいただいており、

それらを検証・検討しながら、受託者である

商工会議所と連携を図りながら、より魅力あ

るものとなるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、地域の魅力まるごとブランド化推進

事業についてでありますが、この事業は、基

幹産業である農業を中心に食や自然、炭鉱遺

産などの地域資源を観光や特産品の開発、販

路拡大などに幅広く活用し、地域の魅力をま

るごとブランド化することにより、交流人口

の増加を目指すとともに地域経済の活性化を

図ることを目的とした事業であります。この

事業の推進の主体となる地域の魅力まるごと

ブランド化検討委員会を７月２８日に開催し、

地域資源のブランド化や観光企画商品づくり

に向けて、活用すべき地域資源について意見

交換を行うと共に、郷土史料館における美唄

の歴史の学習や、美唄の特産品の試食を行っ

たところであります。今後は、地域資源を活

用した観光資源のあり方について検討し、モ

ニターツアーを年度内に実施してまいりたい

と考えております。 

次に、親子ふれあいツアーについてであり

ますが、このツアーは、地域の魅力まるごと

ブランド化推進事業とは別に、市・月形町・

札幌国際大学を初め、林業試験場や関係事業

所などが連携を図りながら、地域支援を活用

し、札幌圏の親子を対象に夏休みの自由研究

にも対応可能な日帰り体験ツアーを実験的に

行うこととしたものであり、魅力あるツアー

とするため事前検証としてコーステストを７

月３日に、札幌国際大学の協力を得て、学生・

教官２０名の参加により実施し、ツアーに対

するご意見をいただき、ツアーの内容に反映

したところであります。７月３１日のツアー

は、参加人数が２４名、うち子どもが１０名

で林業試験場において、樹木の学習や図鑑づ

くり、さらには農家でジャガイモ等の収穫体

験を行ったところであります。また、８月６

日のツアーは、参加人数が２２名、うち子ど

もが７名で宮島水鳥湿地センターにおいて沼

や田んぼのものや水生植物の観察、図鑑づく

りを行うと共に、月形花工房で押し花とフラ

ワーアレンジメントの体験を行ったところで

あります。 

参加者からは、両ツアーとも予想以上に楽

しく内容が充実していた。普段体験できない

ことができて楽しかった。といったアンケー

ト結果となった一方、関係者による実施後の

検証においては、募集期間が短く、夏休みの

自由研究ができるというセールスポイントが



-  - 18

十分に伝わらなかった。販売促進という面で、

立ち上がりが遅かったなどの課題が明らかに

なったところであります。 

今後のブランド化推進事業の展開でありま

すが、次回の検討委員会において、親子体験

ふれあいツアーの実施結果を生かし、１泊２

日の観光企画商品の検討を予定しているとこ

ろであります。こうした企画商品の検討を通

じて、モニターツアーを実施していくことと

しており、募集対象者や実施時期、ツアー取

扱い旅行業者などについては、検討委員会に

おいて十分検討してまいりたいと考えており

ます。 

次に、新興感染症対策について、新型イン

フルエンザ等についてでありますが、新型イ

ンフルエンザは、４月にメキシコで１，３０

０人規模の集団感染が発生し、その後、世界

各国に拡大したもので、症状は発熱や咳のほ

か、鼻水、くしゃみなどで感染力は強いもの

の弱毒性であり、軽症の場合は通常５日から

１週間程度で症状は緩和するとされておりま

す。しかし、妊婦や体力の弱い高齢者などが

重症化することがあり、特に透析患者や糖尿

病など慢性疾患を持っている方は、免疫反応

の低下により感染症にかかりやすく、全国で

は死亡例も報告されております。また、乳幼

児についてもインフルエンザ脳症が発症した

場合は死亡率が高く、治癒しても後遺症が残

る場合があり、感染については十分な注意が

必要であるとされております。 

次に、感染者の発生状況についてでありま

すが、国では７月２４日以降は全数把握から、

集団発生について重点的に把握するよう変更

がなされたところであります。この時点で公

表されている感染者数は全国で４，９８６名、

全道で１３１名、岩見沢保健所管内で２名、

市内での感染者の発生はなかったところでご

ざいます。８月以降の集団発生の状況につき

ましては、疑似所見患者を含め、全国では８

月２３日現在で７，４７８名、全道では８月

２４日現在で２０２名、岩見沢保健所管内で

９名となっております。市内では８月１９日

に１名の方が発熱等の症状により自宅療養と

なったとの情報がありましたが、その後は集

団発生や感染者の報告はございません。 

次に、発生時の対応策についてであります

が、新型インフルエンザについては、感染予

防が第１であり、症状が出た場合は早目に医

療機関での受診をしていただくことが重要と

考えております。感染者が発生した場合は、

それ以上感染が拡大しないよう、感染予防を

一層重点的に実施するほか、発生時の患者の

受け入れにつきましては、各医療機関の協力

をいただきながら対応してまいりたいと考え

ております。 

次に、感染予防と抑止対応策についてであ

りますが、まず、周知につきましては、既に

広報メロディーや市のホームページなどでお

知らせしているほか、保健師活動や高齢者等

を対象とした地域行事などを活用し、新型イ

ンフルエンザに対する感染予防の周知活動を

行っているところです。今後は、道内及び近

隣の自治体において、集団感染の報告も多く

なっていることから、ひとり暮らしの高齢者

などが多い地域では、民生委員や保健推進員

など、地域で活動されている方々の協力をい

ただくとともに、自主組織や広報などを通じ

て、さらに感染予防の周知を図ることとして
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いるところであります。 

医療機関との連携につきましては、これま

で医療機関で受診する場合、保健所への連絡

が必要でしたが、８月１０日からあらかじめ

医療機関に連絡をすることで直接受診するこ

とが可能となりましたので、患者の受け入れ

については医師会を通じ協力を求めてまいり

たいと考えております。 

次に、集団施設等に対する対策についてで

ありますが、保育所や高齢者を対象とした社

会福祉施設では、感染のスピードも早く集団

発生の確立が高まる恐れがあることから、徹

底した感染予防対策が必要であると考えてお

ります。このため、関係課を通じて施設関係

者への感染防止と啓発ポスターの掲示をお願

いすると共に、市役所や学校を始め、不特定

多数の方が利用する公共施設については、既

に消毒液を配置し感染予防を行っているとこ

ろでございます。また、公営住宅につきまし

ては、個別世帯のドアノブの清掃や廊下の換

気など感染防止について住宅管理人への協力

をお願いしながら、必要な対策を講じてまい

りたいと考えております。 

次に、特定疾患患者への対応及びワクチン

等の確保についてでありますが、重症化が懸

念される疾患を持たれている方や妊婦などに

つきましては、特に注意を要することから、

感染予防の励行と感染した場合の対処につい

て主治医とあらかじめ相談し、症状に変化が

あった場合は、早急に医療機関に受診するよ

う市民に周知を行っているところであり、今

後も引き続き啓発に努めてまいります。 

また、ワクチンにつきましては、国では５，

４００万人分の確保を目標としており、国産

で準備できるのは１，８００万人分で、不足

分については国外からの調達を視野に入れ、

検討されていると承知をしております。ワク

チン接種の優先順位につきましては、現在、

国において医師や看護師などの医療従事者を

最優先とし、基礎疾患を有している方や、妊

婦・乳幼児などの対応についても検討されて

いるところでありますので、市におきまして

も、国の検討結果に基づき、適切に対応して

まいりたいと考えております。接種時期につ

きましては、国または道からの通知により対

応することとし、接種料金の軽減策につきま

しては、市民の安全を守る観点から、その対

策について国に対して要望してまいりたいと

考えております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 土井議員のご

質問にお答えします。 

初めに、新型インフルエンザに関する対応

についてでありますが、これまでも文部科学

省の新型インフルエンザ対策に関する行動計

画や通知等に基づき、予防対策といたしまし

ては、手洗い・うがいの励行、症状が出た方

のマスクの着用、外出の自粛、人に咳やくし

ゃみをかけない咳エチケットの徹底、早期受

診、早期治療などについて指導すると共に、

児童生徒や教職員等に患者が発生した場合に

は、保健所等との連携などによる臨時休校な

ど、適時適切な措置を講じることとしており

ます。 

新型インフルエンザについては、本格的な

流行が既に始まっている可能性があり、今後、

感染化が急速に拡大することも十分に考えら
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れることから、校長会などを通じて、さらに

学校や家庭における感染予防の徹底について

周知を図ると共に、保健所等、関係機関との

連携、各幼稚園、小・中学校に対する来校者

用消毒液の配備など、これらに努めていると

ころでございます。 

次に、感染者が発生した場合の対応につき

ましては、厚生労働省が示した学校における

新型インフルエンザ・クラスターサーベイラ

ンスの流れに基づき、直ちに出席停止の措置

を講じ、保健所に連絡するなど、必要な措置

を迅速に講じるとともに、同一学級、または

部活動単位などの同一集団において２人以上

のＡ型感染者が発生した場合には、校長、学

校医、保健所との協議の上、学校閉鎖、学年

閉鎖などの臨時休校の措置を行うこととして

おります。いずれにいたしましても、国、道

の情報収集に努めると共に、保健所等、関係

機関との連携を十分に図りながら、迅速かつ

適切な対応に努めてまいりたいと考えており

ます。 

次に、子どもの健全育成サポートシステム

についてでありますが、本市においては、非

行の再発防止や犯罪被害の未然防止など、児

童生徒の健全育成をサポートすることを目的

に、美唄市教育委員会と札幌方面美唄警察署

との連携に関する協定書を平成１８年３月６

日に締結したところでございます。これまで、

各小中学校では教育的配慮のもと、家出捜索

や非行対応など、必要に応じて連携を図って

いるところでございます。なお、課題とされ

ていた個人情報の取り扱いにつきましては、

協定書の中に秘密保持の徹底等の項目を盛り

込むことにより、適正に行っているところで

ございます。 

次に、食に関する教育についてであります

が、平成１７年６月に成立した食育基本法で

は、食育を生きるうえでの基本であって、知

育・徳育及び体育の基礎となるべきものと位

置づけ、学校教育にはそれらを伝える食育の

担い手としての役割が大きく求められていま

す。 

また、このような観点から、栄養教諭制度

の導入や、学校給食法の改正が行われており

ます。栄養教諭は栄養に関する専門性と、教

育に関する資質を有する教育職員として今年

度中央小学校と東小学校に配置され、配置校

を起点に他の小中学校９校をカバーしていく

こととしており、食育の担い手として給食指

導を始め、特別活動や教科等と関連させなが

ら、担任や教科担任等、さらには家庭や地域

との連携により、食に関する指導を推進して

いくこととしております。今年度においては、

配置初年度ということもあり、配置校以外の

活用については、年間１０時間以内としてい

るところでございます。 

また、栄養教諭は給食センターとの兼務発

令ということもあり、今後の学校現場におけ

る活用状況なども踏まえ、他市における給食

センターと栄養教諭のかかわりなども調査す

ることといたしております。 

いずれにいたしましても、食に関する指導

の充実に向けて、栄養教諭の配置拡充や財政

措置など、引き続き国や道に要望してまいり

たいと考えております。 

次に、農業体験学習についてでありますが、

美唄市の特色ある教育として地域の力を結集

し、本市の農業が持つ教育的効果を生かしな
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がら、子どもたちの生きる力を地域全体で育

んでいくため、これまで校長会等との協力に

より、これまで示してきました食農教育の視

点を基本にして、さらにはこれまでの学校現

場の状況を踏まえ、美唄らしい農業体験学習

の体系的なあり方についての検討を行ってき

たところでございます。その内容としまして

は、本市の現状と教育、農業体験学習の必要

性と全体像、学年別規定カリキュラム、環境

整備と課題などについての基本的な考え方を

まとめたところであり、この考え方を基本と

して、現在実施に向けた事業計画書を策定し

ているところでございます。 

今後は事業計画書に基づき農業関係者や学

識者、学校関係者などによる検討委員会を設

置し、専門的な観点や、実務的な観点からさ

らに検討を加え、推進体制の整備を図ると共

に、シンポジウムの開催などにより広く全市

民的なコンセンサスを図りながら、子どもた

ち、保護者、地域に根ざし暮らしに学ぶとい

う視点から美唄らしい食農教育となるよう、

取り組んでまいりたいと考えております。  

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員 それぞれご丁寧にお

答えをいただきましてありがとうございます。 

それではこの席から２点について、市長に

改めて少しくお伺いをいたしたいと思います。 

１点目は、アンテナショップについてであ

りますけれども、開設して約２ヶ月というこ

とで、それ以来この経過の中で運営に当たっ

ては、利用者の方々の声や、あるいはアンケ

ートの結果を通して、それぞれ工夫をしなが

ら今日まで努力をされてきたというふうに思

うところでありますけれども、そういった中

で、御利用されている方々から私も何人かの

方からお話を伺っているところでありますけ

れども、そういった方のお話によりますと、

利用するにあたって、ショップの入り口がよ

くわからなくて通過をしてしまうことがたま

たまあるという事で、でき得るならば、やは

りそれがよくわかるような目立つ看板の設置

をしていただけないものかと、そういったこ

ととか、あるいは、営業時間についても、や

はり、この午後５時までというのは余りにも

早い時間帯ではなかろうかと、もう少し時間

的な延長をして、利用者が利用しやすい、そ

ういう状況を考えていただくのはいかがなも

のでしょうかと、そういう声もありましたし、

また、店内の陳列のスペースについても、そ

れぞれスペースに限度があるようですから、

全体として、総じてみた時に品揃えの数が少

ないのではないかと。やはり、店に入って、

品定めをする、そういう楽しみも与えるよう

な部分というのが必要ではなかろうかと。そ

ういう声があったり、あるいは、特に土日な

どの来店者の多いときには、物によっては開

店後間もなく品切れをしてしまうというよう

な状況もあって、その後に訪れた人方にとっ

てみれば、空箱を眺めるような状況のときも

あるようだというような話も聞こえておりま

すので、言い換えてみれば、そういった形に

なりますと、そのあとの品物が随時補充をさ

れるような形であれば、利用される方々につ

いても不便さを感じさせるということはない

のかもしれませんけれども、そういった声が

私のところにも実は寄せられて来ているわけ

であります。こういったことの状況を見ると、
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やはりこれは言い換えてみれば、運営をする

側、あるいは出店をしている方々のところに

大きくかかわる問題ではないかというふうに

思いますので、その点について、やはり利用

される方々の、そういう利便性をしっかり満

足をさせていくような対応策を講ずる必要が

あるんではないかなというふうに思っている

ところであります。開設をして、まだ２カ月

ということで、なかなかその点については、

日々対応が難しい要素もあるかと思いますけ

れども、先程のお話の中でも約２カ月で５０

０万強という売り上げのようでありますけれ

ども、８月については３００万を超える売り

上げがあったということでありますが、しか

しながら、出店をされている業者の数で単純

に割り返していくと、１社当たり３，０００

円強ぐらいの状況でありますから、必ずしも

出店をされた方々が、満足のいくような状況

下になってはいないのでないかというふうに

思いますんで、その辺のところは、これは今

後の課題というふうに、形になっていくんで

しょうけれども、それよりも、やはり今のこ

とを含めてやはり出店する側、重ねた形にな

りますけれども、出店する方々、あるいは運

営に携わってる方々が、そういったことも踏

まえた売り上げを上げていく、そして利用す

る方々に安心して利用していただけるような

環境を提供していく。そういう対応策がいち

早く求められているんじゃないかなというふ

うに思うわけであります。 

また、この後、秋の収穫期を迎えるわけで

すから、比較的少しの間はそういったものの

陳列も十分可能なときがあるかと思いますけ

れども、やはり、それが過ぎますと、いわゆ

る生鮮・農産物関連については、端境期に入

ってくるわけですから、そこの中で、来店者

を確保すると言う意味においては、品揃えに

ついて、更に工夫を凝らしていく必要がある

んではないかというふうに思います。 

いずれにしても、魅力のある、そして、し

かも愛されるショップに育てていくという形

にしていくためには、先程申し上げましたよ

うに、運営に携わる側に立つ人はもちろんの

こと、出店者の方々がやはり定期的に協議の

場を設け、そして利用者のニーズを把握しな

がら、しっかりと議論を重ねていくことが何

よりも大切でないかというふうに思うところ

でありますので、その辺についてどのような

対応をお考えなのか、お伺いをしたいと思い

ます。 

２点目につきましては、新型インフルエン

ザについてでありますけれども、今ほどの市

長の御答弁では、本市におきましては先月１

名の方が発熱症状を呈して、自宅療養という

経過がありました。しかしながら、幸いにし

て現在のところは発生の報告はないというこ

とでありますが、全体の状況をみますと、こ

こに来て道内においては非常に加速度的に集

団感染を含めて患者数が増加をしているわけ

でありますから、先程も申し上げましたけれ

ども、本市においても、そう長く時を待たず

して感染者の発生が起こるのは必至でありま

して、場合によっては予想以上の拡大も私は

懸念されるんではないかなというふうに思っ

ているところであります。そういった中で、

必要以上に市民を不安感にさらすようなこと

があってはなりませんけれども、しかし、一

方では、冷静に着実な対応策を打ち立ててい
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くことが必要不可欠であることは言うまでも

ないというふうに思うわけであります。よっ

て、感染のケースにもよるんでしょうけれど

も、時としてやはり、市民の皆さんや関係者

の方々の協力も当然求めていかなければなら

ないこともあるわけでして、特に想定外の発

生があった場合には、果たして、市内の医療

機関での対応が十分でなくなる心配も拭えな

いのではないかというふうに思うわけであり

まして、改めてその辺の対応策について、５

点ほどにわたりましてお伺いをいたしたいと

思います。 

まず、１つ目につきましては、集団感染発

生時における対応と市民周知のあり方につい

て。 

２つ目につきましては、市内医療機関での

受け入れ体制と、感染者が多く受け入れがオ

ーバーしてしまった場合の市外医療機関との

連携や対応について。 

３つ目には、医療施設における院内感染や

二次感染防止対策について。 

４つ目には、ワクチンの確保については、

先程のお話では時期、あるいはどの程度の量

が確保されるかということについては、非常

に不透明さはありますけれども、しかしなが

ら、それが調達ができ得た時点における接種

費用の市民負担に対しての具体的な軽減策に

ついて、あればお示しをいただきたいという

ふうに思います。 

５点目ですが、いずれにしても、最小限の

感染にとどめるためにも、市として今後の感

染防止、あるいは拡大防止に向けたきめ細か

な対策が望まれるわけであり、それらについ

て改めてどのように対応されるおつもりか、

お伺いをいたしたいと思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 土井議員の質問にお答え

します。 

初めに、アンテナショップについてであり

ますが、営業時間や品ぞろえ、看板が目立た

ないなどのご意見やご要望を来店者などから

もいただいており、速やかに対応するよう、

現在受託者である商工会議所と協議している

ところであります。 

また、冬場に向けての品ぞろえにつきまし

ては、現在出店している業者において漬物な

どの加工品や、手づくりの工芸品などの出品

を計画しており、今後、運営会議の中で新た

な出店者の募集などについて協議してまいり

たいと考えております。出店者協議会におい

ては、多くの方々に利用していただけるよう、

現在秋の収穫祭の開催、商品の補充、冬期間

の商品構成などの検討に加え、商品の説明書

やレシピをつくるなどの話し合いを進めてい

るところであります。 

いずれにいたしましても、市、商工会議所、

出店者と連携を図りながら、魅力あるアンテ

ナショップづくりに向け取り組んでまいりた

いと考えております。 

次に、新型インフルエンザ発生時の対応に

ついてでありますが、市内で集団感染が発生

した場合は、拡大防止のため施設の休業、閉

鎖等の対応が考えられ、市民の行動としては

感染しないために不要な外出を控える。マス

クの着用と手洗いを励行する。症状がある場

合は、医療機関で早めに受診するなどの対応

が必要と考えており、市としましては、今後

においても感染拡大防止について周知を図っ
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てまいりたいと考えております。 

市内医療機関での患者の受け入れにつきま

しては、医師会を通じて受入体制の確保につ

いて要請してまいりたいと考えております。 

また、市外医療機関への受診につきまして

は、患者発生状況により保健所へ情報提供を

行ない、保健所や道と連携しながら受け入れ

が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

院内の感染防止につきましては、既に医療

機関に対し一般患者と接触しないための受診

経路の確保や、受診時間帯を別に設けるなど、

予防措置について保健所から通知されている

ところですが、市としましても、各医療機関

に感染防止策の徹底をお願いしてまいりたい

と考えております。 

接種費用の軽減につきましては、費用や回

数のほか、国の補助など具体的な情報が不明

であることから、今後国から明らかにされた

時点で、国への要望も含め検討してまいりた

いと考えております。 

今後の市の対応につきましては、感染防止

や拡大防止のため、市民一丸となった行動が

必要と考えており、自治組織関係者や施設関

係者などの協力をいただきながら、感染予防

に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

いずれにいたしましても、この度の発生に

つきましては、大流行が懸念されており、市

民の生命・安全を守るため、市として最大限

の対応をしてまいりたいと、このように考え

ているところでございます。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

２番、森川明議員。 

●２番森川明議員（登壇） 平成２１年第３

回定例会に当たりまして、大綱４点について、

市長、教育長に質問をいたします。 

質問の前に８月３０日の総選挙で政権が交

代することとなりました。小泉改革の規制緩

和、三位一体改革による地方交付税の削減、

郵政民営化、臨床研修の制度化による地方医

師不足、経済の衰退等々、地方の痛みで美唄

市も苦しめられ続けてきましたが、新しい歴

史の１ページを開くにあたり、もたらされた

数々の領域を取り除き、流れが変わるわけで

すから、政府も国民と向き合う分権実現の第

一歩として、経済を始め地方の活性化に改善

されることでしょう。自治体も積極的に要望

事項を伝え、意見反映を政府に求める。この

ことを申し述べ、質問に入りたいと思います。 

１点目は、農村花嫁対策についてです。結

婚対策、特に農村の担い手と合わせまして、

花嫁対策については、市が窓口業務を積極的

に行なうということを要請をいたします。実

は、少子化、晩婚化が進む中で、１９年の第

３回定例会に質問をしました。市長の答弁は、

クリーン・パートナーとして取り組んでいる。

道農業担い手育成センターの活用に促してい

きたい。この件については、時代的な背景を

考えた場合、行政として取り組む事業なのか

どうか、このあたりを十分に研究してまいり

たいという答弁内容でしたが、当然、行政と

して取り組むべき課題の１つであり、消極答

弁であったと今では思っております。その後、

２カ年を経過をいたしましたが、その考えは

変わりないかということです。質問の最大の

趣旨は、行政として花嫁不足の現状を認識し、
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取り組むのは当たり前のことであり、県、そ

して、道内の各市町でも取り込んでいる自治

体の実態を、前回はつぶさに報告し、あえて

その利点を報告をしてきた、こういう経過が

あるわけですけれども、自治体が主体性を持

って音頭を取る。これによって１歩でも前進

させる、人口増にも結びつく当然のこれは働

きかけなんです。自治体はまさに初めの１歩

を担う立場にあるわけなんです。この件、遅々

として進んでいない。こういう現状を見るに

つれ、大変残念に思います。 

ここで、１つおしゃべりＢＯＸというのが

あるんですけれども。このおしゃべりＢＯＸ、

これ札幌市あたりで山に積まれている。無料

で配付をされていると。僕も札幌に行くと必

ずこれをいただいてきているんですが、この

おしゃべりＢＯＸは毎日新聞情報企画センタ

ー発行でして、市長もこれ目を通したことは

多々あると思います。この情報誌、結婚に対

してふれあいの場を作るというのを積極的に

行っているんです。そして、そのふれあいの

場のＰＲに努めているということで、現在、

婚カツという言葉がはやっておりますけれど

も、結婚希望者が多く、美唄も国勢調査で、

３０代の独身者がほかの市町よりも多いとい

う実態が、これは調べた中で明らかになりま

した。その件については、やはり定例会でも

質問した経過があるわけですけれども。この

情報誌だけでも、農村青年の出会いの場をつ

くるという企画が非常に多くあるということ

で、それも自治体、市町村が積極的に花嫁対

策に取り組んでいるというのが浮き彫りにな

ってるんです。 

ひまわりの里の北竜町、これは役場産業課

です。ニセコ町、役場グリーン・パートナー

推進協議会。沼田町、役場サマーフェスティ

バル実行委員会。せたな町は農業委員会。富

良野はＪＡ富良野。長沼、ＪＡ長沼。そして

最近、北海道新聞に掲載されていましたけれ

ども、知っとく北海道の欄では、大樹町はこ

れ役場で大樹町農業担い手センター。深川市

が市の農政課で、深川市農村青年協議会。中

富良野町は役場、町農業委員会とアグリパー

トナー協議会。このように市町村が窓口にな

って企画をしてる実態だと。内容を聞いてみ

ますと、市町によって出会いの場が非常に一

生懸命やっている、担っている。こういう立

場でいます。内容につきましても、農業収穫

体験だとか、野外バーベキューだとか、カヌ

ーの体験もあったり、また、搾乳やチーズ、

生キャラメル作りまでやったと。パークゴル

フもありますよと。地元の食材を使った夕食

会、さらには１泊２日で出会いツアーもあり

ますよと言うことです。このふれあいツアー

の大きなうねりは何も農業だけではないんで

す。役場が企画し、森のまちの漁業協同組合

を中心にして、魚料理の教室だとか、定置網

体験、また、こういうユニークなのもあるん

です。業界では、カップリングパーティーと

いうのが非常にほぼ毎日どこかで開催をされ

ていることを言っておりました。全国８１都

市でも開催されているようです。これには、

多額なお金の出費、負担がかかると、これも

報告をされております。 

市長が委ねると言う前回の答弁でありまし

た、道担い手育成センター。これは、北海道

農業開発公社と合併をいたしました。聞くと

ころによりますと、当時市長は理事をしてい
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たわけですけれども、このたびは御解任され

たようですが、現在の地域農業担い手センタ

ーというのは、農業委員会が８町村、農協が

２農協、それと市町村が１６５市町村が加盟

して設立をされてると。ですから、市町村の

１６５の中の１つが、美唄市の、これ頭に地

域がつくんですけれども、地域担い手育成セ

ンター。こういう具合に理解をしております。

もちろん、就農指導が主で、パートナー対策、

いわゆる花嫁対策と言うのは、本当の１つで

あるという言い方あるかもしれませんけれど

も。どうもその点、地域担い手センター美唄

の取り組み状況が見えづらい。これが現状で

ないかと思ってるんです。活動の１つの花嫁

対策、良きパートナーをめぐる、会える、そ

ういう出会いの場、当然市が積極的に担うべ

きと思っておりますし、現在活動状況を踏ま

えまして、市長はどう思っているのか。さら

には、ぜひ花嫁対策を市の業務のひとつとし

て、やっぱり立ち上げるようにすべきである

わけです。 

２点目は、ふるさと納税についてです。こ

の件につきましては、スタートから１年が経

過をしました。各市町村が積極的に取り組み

まして、多くの成果を上げております。いわ

ゆる納税制度そのものが理解が深まってきた

と、こういう状況にあります。美唄市も過去、

人口がピーク時には、これは昭和３１年です

けれども、９万２，１５０人おりました。暮

らしていました。エネルギー革命の波で押し

寄せまして、昭和３８年に三井、続いて、そ

の後、三菱も閉山となりまして、黒ダイヤの

歴史が閉じたという事で、元炭鉱等に働いて

いた多くの方々が、札幌近郊、あるいは神奈

川県を中心とした関東圏に居住をして、さら

にまた、美唄は多くの高等学校等があったと

いうこともありましたので、その同窓生、ふ

るさとを愛する人々、美唄とのかかわりをあ

る方が、全道、全国に相当数になると思いま

す。寄附金の申し出状況と言いますのは、メ

ロディー１月の１２月１５日現在、１７件１

３６万円、８月の７月１５日現在、２９件１

８９万円にとどまっています。そこで、他の

自治体は一体どうかということで、道庁へ出

向きまして、どのくらいの寄附があったのか。

昭和２０年個人・企業・団体で、合計、道で

は５９件４，２５０万３，９６９円になって

いますというのがこれです。北海道応援した

皆様と詳細に書かれておりますけれども、実

は、この使い道につきましてお伺をいたしま

すと、平成２０年度は、各市町に地域改善推

進事業として、空知支庁に２９１万７，００

０円を配布してると。森林整備とエコ活用実

証事業に使われてきたと。平成２１年度も基

金予定事業は、空知支庁には農林連携による

エコ活用、こだわりそば、そらち炭鉱の記憶、

いわゆる地域づくり、これ、旧産炭地域と言

っておりましたから、美唄も該当してくるん

じゃないかと思いますが、その活性化を図る

ということで、３８６万５，０００円予定を

しているということを話しておりました。 

また、各市町村から道庁を訪れた場合、特

徴を生かしたパンフレットがすごくあります。

これは道のパンフレットです。これが隣の奈

井江町、なかなかデザインがいいですね。そ

れから長沼町の場合は、ここにもう既に寄附

金の申し出書から云々、これを送ってもらえ

ばいいんだというみたいな形になってきてる
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とか。そのほか、空知の上砂川町、たくさん

あるんです。これは、せたな町、江差町、ニ

セコ町、たくさんあります。美唄市がなかっ

たんですよ。あれっというような感じしたん

ですけれども。空知支庁において各市町村の

状況はそうなってくると、市町村の寄附額は

いったいどのくらいになっているかというこ

とに関心を持ちました。空知支庁に行って尋

ねてきたところ、このふるさと納税につきま

しては支庁では集約をしてないので、個々に

市町村に聞け、という返事でしたんで、北海

道新聞社の本年５月末の現況を知ることがで

きました。美唄市より多い市町村は、岩見沢

市が２５件の、５月末ですけれども５０７万

円、長沼町は２２件の３９５万５，０００円、

夕張市は２０５件２，１２３万１，８５６円、

滝川市１８件３２４万９，３７０円、上砂川

町２７件の２５６万５，０００円、赤平市１

２０件１，５６９万円、妹背牛町５件で、６

３５万円、三笠市４０件で１９１万５，００

０円、赤平市９件で２３１万円、雨竜町が１

０件で２７２万円、沼田町５５件で５１３万

９，１４３円、何と１１市町が美唄を上回っ

ているんです。特に財政の破綻や危機で全国

的に知れ渡りました夕張・赤平市が大きくリ

ードしてるという状況でした。夕張市は１人

で５００万以上やった人がいる。妹背牛町も

何か１人で５００万の寄附をした人いるよう

ですけれども。特に夕張は、子ども健全育成

や、スポーツ活動の助成に充てており、ホー

ムページのＰＲにいわゆる宣伝効果、市長自

ら観光物産等の街頭ＰＲを行ってきた。そう

いうのも実績の１つでないかと。赤平市は地

域医療健全に使ってほしいと、こういう意見

が非常に多かったという事で、人工透析患者

送迎車両を購入したと。そのほか、医療確保

対策のパンフレットや活動費に充て、実際に

医師も来ていただいたという実績、ほかに街

路樹、小学校の図書購入までも充当してきた

と。滝川市もこれは美唄の倍近くの納税があ

るわけですけれども、使い方は、難病子ども

のための常設キャンプの建設、これに充てた

と。この間の北海道新聞にも出てましたね。

「難病の子どもが収穫に笑顔」という見出し

で、プレサマーキャンプの様子が掲載をされ

ていました。全体的に使途を見てみますと、

まちづくりや子育て支援、福祉などの選択肢

から、先ほど紹介しました各市町のパンフレ

ットにもありますように、納税者に選んでも

らう方法が一般的で、貴重な財源として生か

されております。 

このふるさと応援寄附金、５，０００円以

上寄附されますと、税額控除の対象になると、

これらは税法上の特権です。優遇措置、これ

がまた大きな特徴と言えるわけです。そこで、

いかに寄附をしてもらうのかと、１つの手段

としてもちろん東京美唄会、札幌美唄会、あ

るいは多くの高校同窓会等々、お願いするの

が当然ですけれども、もっと広範囲に美唄に

対する納税ですから、広くこうアイディアを

求める、これが必要でないかと。このアイデ

ィアの１つに、市長聞いてください。協力者

に市長の感謝状入りの盾を作成し、礼状と共

にお送りしたらどうかという、こういう案で

すけれど、これいかがですか。その場合、額

面にやっぱり一定の線を引く必要があると思

うんです。美唄の表彰規定、ここにあります

けれども、この間、秘書係の方に行ってもら
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ってきました。この表彰規定は、昭和６３年

の１２月８日の規則第３９条に１０万円以上

の金品だったら、副賞又は記念品を添えて、

贈呈することができるというふうにあるわけ

なんです。しかし、ふるさと納税に限っては

５万円以上に訂正をし、改正をし、ふるさと

美唄を愛する方々に協力を増やしてもらうと、

こういうふうにすべきでないかと。もちろん

これには賛否両論があるでしょう。この間の

市の議会議員との懇談会の場でも、ふるさと

納税協力者には、美唄の特産品を送るべきで

ないかという意見も出されておりました。そ

れも１つの方法でしょう。しかし、いつまで

も物、いわゆる市長感謝状入りの盾、これを

眺めることによってふるさとを思い出してい

ただきたい。アルテピアッツァ、宮島沼、旧

炭鉱遺産の特色あるパンフレット。実は今日

このパンフレットいただきました。今日朝で

す。なかなかちょっと、おっ、と思うぐらい、

こうまとまった美唄のパンフレット、今日初

めて見たんですけれども、これを多くの方々

に依頼と同時に、それぞれ県庁等に置いても

らって、こういう案はいかがでしょうか。寄

附行為ははっきり目的地を示されております

し、意見を最大限に反映をされる。しかし、

まだまだ財源は不足しております。広くアイ

ディアを市民に求め、夕張市、さらには赤平

市なみの、それ以上の成果を上げるように働

きかけを強める方法論として市長考え方があ

れば、お伺いをしたいと思います。現状では

頭打ちです。この件については、協議を深め、

各市町の実態を踏まえる中からパンフレット

等を参考にしつつ、早急に取り組んでいただ

きたい。 

３点目は、男女共同参画についてです。本

年は６月に男女共同参画社会基本法制定１０

周年、１２月には女子差別撤廃条約採択３０

周年を迎える新たなステージに向かう記念す

べき年が今年なんです。内閣府は交付施行日

平成１１年６月３０日にちなみ、毎年６月２

３日から２９日まで、男女共同参画週間と位

置付け、すでに本年は２カ月を経過をいたし

ました。 

この記念すべき年に当たって質問するどう

いう取り組みかということで、まず前段、男

女共同参画計画の背景を調べて見ました。世

界の動き、日本国内、道内、そして美唄、大

きく４つの動きがあるわけなんです。 

世界は、昭和２０年発足した国連男女平等

人権の柱として位置づけ、昭和５４年男女差

別撤廃条約が採択、平成７年にアジアで初め

て北京で行動要綱が採択、女性の地位向上の

ために５カ年間の行動計画を策定、確立確認

をされました。 

国内では昭和５０年婦人問題企画推進本部

を設置、平成８年に北京宣言及びその行動要

領において政府が取り組むべき施策を体系化

し、男女共同参画２００年プランが策定をさ

れまして、平成１１年６月に男女共同参画社

会基本法が設定、平成１２年の１２月に男女

共同参画基本計画がされたわけです。 

北海道も昭和５３年に北海道婦人行動計画

を始め、平成１４年３月に北海道男女平等参

画基本計画を策定、平成２０年から平成２９

年までの１０ヵ年を期間とした第２次北海道

男女平等基本計画が策定されております。 

我が美唄市におきましても、国や道の動向

に合わせまして、平成２年美唄市女性会議の
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設置から始まりまして、平成１４年の１０月

に市民の視点に立った美唄市男女参画計画を

策定し、平成２０年には美唄市男女共同参画

計画第２次を策定し、市長に提言を行ってお

ります。 

このような背景の中で現状と言えば、平成

２０年１０月２８日、男女共同参画会議に報

告したこの内閣府の２００７件の提示がデー

タがあるわけなんです。そこで、これ詳しく

載せられております。２０２０年の目標は、

女性参画が３０％で努力をしていくというこ

とです。民間企業、公務員における女性管理

職の割合は低い状態ですし、経済関係、職能

団体等における割合も低い。一方、医師、歯

科医師、研究者などは女性が比較的高くなっ

てきております。各分野における指導的地位

に女性がいったいどのように占めているのか

ということを見てみますと、国会議員は衆議

院が９．４％です。ただ、この間の選挙にお

いて女性当選者が、大幅に増えてきてると。

過去最高になってきてるという状況で、４３

人上回ったということで１１．３％までなり

ました。初めて１０％の大台に乗ったと言う

ことです。政党的には民主党４０人、自民党

８人、公明党３人、社民党２人、共産党１人

と、こういう状況なんですけれども。立候補

者が全体の１６．７％が女性であったと。過

去最高になったと。非常にこれは喜ばしいこ

とです。参議院の場合見ますと、既に１８．

２％になっております。都道府県の議員は

８％、市町村議員は１０．５％、知事は６．

４％、市町村長は１．０、都道府県本庁のい

わゆる課長補佐以上は５．４％、市町村の課

長補佐以上は８．９％、教育委員、これ２７％

いるって言うんですね。また、小学校教頭以

上が１９．７％、中学校教頭以上が６．５％、

自治会長につきましては、３．９％と、いろ

いろこう専門的に見てみますと、医師が１７．

２％、歯科医師が１９．２％、薬剤師が多く、

６７．１％、獣医師が２２．１％、これ多い

ですね。それから弁護士が１４．４％、公認

会計士が１２．９％となっています。このデ

ータを知るにつけまして、女性の指導的地位

にいる方はもっともっと進出してしかるべき

と思っております。特に農業や商工自営者は

家族単位で経営が行われていますし、女性参

画は不可欠です。男女ともに働く環境づくり、

仕事と家庭の両立が図られるよう意識を改革

し、ハートバランスを推進しなければなりま

せん。何よりもお互いに理解をしあう、協力

しあう、これが必要です。道庁にはこの男女

参画計画について広報誌、パンフレットがど

っさりあるという実態で驚きました。ちょっ

と１部ずつもらってきたんですけれども、す

ごいもんですよ。男女共同参画推進本部、こ

れは内閣府発行です。北海道は「えるろす」

というの、これは女性協会というかでるビル

のかでる２ですか。６、７階にあったところ

で発行をしております。さらに、これは男女

計画の基本計画、これイコールパートナー、

これ北海道で発行してるんですよ。男女平等

参画情報誌ですね、道で発行してると。さら

に、内閣府では共同参画というの、これ、毎

月発行しております。これ、必ず美唄にもカ

ウンターに置かれておりますので、必ず毎月

いただいておりますけれども。しかし、こう

いうのを色々内容等見てみまして、多く発行

してるなと。しかしね、政府予算が４兆２，
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７１０億ですよ、びっくりしませんか。これ

は嘘ではないですから。共同参画の５月号、

ここに２１年の予算ということで、きちっと

明らかになってきておりますよ。この中でね、

いやびっくりしましたね、４兆円以上は。４

兆２，７１０億円。や、びっくりしましたよ。

こういうのどんどん発行されて、種類も多い

わけですけれども、どういう具合に利活用さ

れているのか、どう行動してるか。これ、今

後の行動にかかっているんでないかというふ

うに見ている訳でございます。 

道庁では、美唄市の男女共同参画推進協議

会というのあるんですけど、これは、活発な

活動をしていますねということを言っており

ました。こう言うの聞くと、私は下っ端でご

めんくださいと尋ねていった１人としては、

美唄ですか、やってますねと言われるとうれ

しいですね。何となく嬉しかったです。ここ

に、「Ｄｕｏ」１２号までありますけれども、

これイタリア語で二重奏ですか。いう意味か

ら取ったという、これ題字ね、なかなかしゃ

れている素晴らしい題字でないかと思うんで

す。内容も非常に読みやすい。会員の主張も

あり、カットも随所で見られるという事で、

私自身もこれの発行が待ち遠しいぐらい評価

をしてるんです。 

そこで、市長に質問なんですけれども、こ

の美唄市男女共同参画推進協議会、これは一

切そこからは話し合っておりませんし、その

協議会から要請があったわけではございませ

ん。私自身がいろいろこの見解等を調べてみ

ますと、やっぱりどうしてもと言う感じを持

っておりますので、あえてこのときに質問い

たしますけれども、美唄市としてどう総括し、

指導しているのか。市の農業団体の女性役員

の実態、町内会女性会長の数、市職員の女性

管理者の数と割合、係長の数と割合、それか

ら市職員の育児休暇の取得率、Ｄｕｏにもあ

りますけれども、女性相談窓口の実績、男女

共同参画によってまちづく出前講座というの

を計画がありますけれども、これには、市の

担当者が説明に伺うというふうになっており

ますが、その実績面、この点をお伺いをいた

したいと思います。 

それと最後はやっぱり予算面です。先程ち

ょっと触れました政府予算でびっくりしたん

ですけれども。前年比から来ると１年に２．

７％、１，１２６億円分を増額をされて来て

いると言う事態なんです。４兆２，７１０億

円の中にですね。こんな膨大なもんなんです。

それだけに国も重要視しているんじゃないか

という判断をしますけれども。 

ここに札幌の資料あります。札幌は、これ

すごいいいんですね。あの北口のエルプラザ。

これは別に男女参画センターだけでなくて消

費者センターとか、環境プラザとか、また市

民活動サポートセンターとか、一緒に入って

るんですけど。中に入ったらびっくりするく

らい立派なとこですよ。図書室も凄いの設け

てるということで、札幌市はこの予算４，１

５７万１，０００円。これは、男女共同参画

推進費です。運営管理費になりますと、２億

３，２１７万５，０００円ということです。 

そこで、美唄の事態なんですよ。総務費の

中の企画費で美唄の場合は２１年は１万７，

０００円、２０年も１万７，０００円。余り

少ないので、額間違うくらいです。びっくり

する額です、少ないです。会費は、１人１，



-  - 31

０００円徴収しているようですけれども、こ

れでは、全国男女共同参画宣言都市サミット

だとか、道内ではヤングリーダー会議だとか、

研修会、シンポジウム、フォーラム、いっぱ

い企画があるんですけれども。これにはもう

到底参加することもできないんではないかと

いうふうに、この予算では思っております。

ですから、来年度からは少しでも上積みを考

えられないものか、その点をひとつ市長にお

伺いをいたしたいと思います。 

最後の４点目は、教育長にです。これは、

教師の多忙に対する対策面についてです。教

師は多忙で不足してると、これは、マスコミ

等で耳にする言葉がいま現実のものとなって

おります。業務量の増加による休日出勤、超

過勤務、自宅の仕事の持ち帰り、これいわゆ

る我々の言葉として、風呂敷残業と言ってき

ましたけど。これ等は、テスト競合による管

理の強化、研修の多さ、報告書の作成、クラ

ブ活動の強化、数えられるだけ、枚挙にいと

まがなしという状況です。忙し過ぎることが

少しずつ子供と向き合う時間が少なくなって

きてるという。よく教師が私物のパソコンで

仕事をし、それが盗まれて、いわゆる情報流

出ということで処分されたという例もあるわ

けなんです。この業務量いったい増加という

のは、何が要因なのか。ゆとり教育から、学

力重視に転換した新学習指導要領、これが大

きく学校を取り巻く環境は、激変してるとい

うことなんです。農水省同様に、あえて農水

省出して悪いんですけれども、文科省も猫の

目教育行政に行ってると。こう言っても、過

言ではないと思います。教育再生路線は現場

教師にしわ寄せが来て、悲鳴をあげていると、

これが実態なんです。教育長、現場をどのよ

うに掌握をしていますか。一環として各学校

で勤務実態を踏まえまして、時間外、勤務縮

減に指導したと言われる一斉退勤日の設定、

これ守られ、成果が上がっていますか。教育

委員会は時間外勤務等縮減強化週間として６

月１日から５日まで、定時退勤日を設定して

きた。また、月１回以上に設定する旨の文書

を発しているようですけれども。既に２カ月

を経過しており、１００％これ守られてきま

したか。取り組みの成果と課題をお伺いいた

したいと。 

教師の悩みと汗、今指導の立場にある小学

校長、中学校長も数々の悩みを抱えてると想

像できます。骨太の方針２００６ですよ。こ

れは教師不足を指摘しても定数改善の年次計

画が不可能ということで、これなりました。

政権交代で政治の流れも変わります。ですか

ら、文科省の流れも変わる。これは絶好の機

会であると。この骨太２００６は、平成２３

年まで拘束力はありますけど、その期間まで

待ち切れない状態にあるわけですから、課題

を整理して、教育長、教師不足の声を空知、

道、そして文科省に反映をすべきです。文科

省は、学力テストに今年度約５８億円ですよ。

去年度から合算をしますと、何と１９０億円、

体力テストに１億８，０００万使ってると、

支出してるんです。これだけの大金、多くの

教師が新規に採用が可能なんです。教育長、

現場実態を踏まえまして、現場の声を反映す

べく、このことを申し述べ、以上４点にわた

って質問をいたします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え
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します。 

初めに、農村花嫁対策についてであります

が、農業農村で活躍する農業青年が生涯のパ

ートナーにめぐり会う機会をつくることは、

重要なことと認識しております。このことか

ら、本年４月に財団法人北海道農業開発公社

と合併した旧社団法人北海道農業担い手育成

センターが実施する北海道ふれあいツアーに

農業青年の参加を農協などに呼びかけました

が、参加者がいなかったところであります。

また、市内ＪＡ青年部連絡協議会と独自のふ

れあいツアーのような事業の実施について検

討してまいりましたが、現段階では実施には

至っていないところであります。 

次に、他市町の取り組み状況についてであ

りますが、空知管内では農協青年部などが中

心となって独身女性を募集し、農作物の栽培

管理体験等を行いながら、地域の農業青年と

交流するツアーの実施など、地域独自の取り

組みが行われております。このような取り組

みや緻密な企画立案と運営組織による継続的

な活動により実施されていると伺っておりま

すことから、今後さらに各市町村の取り組み

事例等を収集し、本市のグリーン・パートナ

ー対策の検討に生かしてまいりたいと考えて

おります。 

次に、美唄市地域農業担い手育成センター

の取り組みについてでありますが、本市がグ

リーン・パートナー対策を推進するには、北

海道農業開発公社との連携協力が必要である

と考えます。今後は農業開発公社が実施する

グリーン・パートナー研修などに市としても

積極的に参加し、アドバイスや情報などを得

ながら、市内ＪＡ青年部連絡協議会と出会い

の場の提供に向けて引き続き協議を進めてま

いりたいと考えております。 

次に、ふるさと納税の取り組みについて、

転出者の状況把握についてでありますが、本

市では、昨年１０月からふるさと美唄応援寄

附金制度を創設し、寄附を募ってまいりまし

た。制度の周知方法については、市の広報誌

及びホームページへの掲載や、公共施設等へ

のパンフレット配布のほか、東京美唄会、札

幌美唄会、東京方面の市内高校同窓会などに

お知らせと寄附のお願いを行っているところ

であります。かつて、美唄にお住まいになり、

現在全国各地にいる美唄出身の方々について

は、個々の状況把握はしておりませんが、こ

れらの団体を通じてＰＲ等をお願いし、市民

の皆さんにも広報誌において美唄出身の方な

どに、この制度の紹介をお願いしているとこ

ろであります。 

次に、寄附金の実態についてでありますが、

ふるさと美唄応援寄附金は、平成２０年度で

２４件、本年度は８月末で１０件、累計３４

件で、合計金額では２３８万３，０００円と

なっており、ふるさとを思う方々の温かいお

志に対しまして、私としては心から感謝を申

し上げているところであります。他市との比

較において件数や、１件当たりの金額の違い

などがあろうかと思いますが、私は、ふるさ

とを愛し、思う方々のお気持ちを何よりも大

切にしなければならないと考えており、今後

ともそのような思いを持った方々が寄附とい

う形で本市を応援していただけるよう、制度

の周知と共に本市のさまざまな情報の発信に

も一層努めてまいりたいと考えております。   

次に、市民からのアイディア募集について
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でありますが、これまでふるさと美唄応援寄

附金をいただいた皆様には、礼状や観光パン

フレットなどをお送りしておりますが、新た

な取り組みとして、本年８月にふるさと美唄

通信を発刊し、寄附をいただいたすべての皆

さんにお送りしたところであります。これは

本市のまちづくりの動きを掲載し、現在の美

唄の姿を知っていただくとともに移住・定住

に関する情報や、ポータルサイトＰｉＰａの

インターネットショッピングに関する情報を

盛り込み、美唄の商品情報や移住・定住情報

としても御利用いただけるようにしており、

今後も継続してまいりたいと考えております。

御提言のありました点につきましては、市と

いたしましても、寄附に対する感謝の気持ち

をどのように表すことがよいのか、制度周知

の方法と共に市民や各種団体・企業の皆さん

などのご協力やご意見などをいただきながら、

さらに検討してまいりたいと考えております。 

次に、男女共同参画について、本市の男女

共同参画の総括についてでありますが、平成

１１年に男女共同参画社会基本法が制定され、

男女が社会の対等な構成員として自らの意思

によって、社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、政治的・経済的・

社会的・文化的利益を共有することができ、

ともに責任を担うべき社会の形成が規定され

たところであります。この法律に基づき、平

成１２年に国の男女共同参画基本計画が、ま

た、平成１３年に道の計画が作成されたこと

を受け、市民の皆さんとともに本市の計画づ

くりに着手し、平成１４年１０月に美唄市男

女共同参画計画を策定したところであります。

本市では、この計画に基づき、これまで市民

団体である美唄市男女共同参画推進協議会と

の連携により、専門家を招いた講演会の開催

を行うなど、市民の皆さんの意識啓発に力を

注いできたところであります。 

また、本市が実施したアンケート調査では、

男は仕事、女は家庭という固定的な性別役割

分担意識を持たない方の割合が多くなってい

るものの、実際には育児や介護の分野を中心

に家庭と仕事の両立支援が必要と感じてる方

が多いことから、今後とも、仕事と生活の調

和を基本として、市民の皆さんとの協働によ

り男女共同参画社会づくりを進めてまいりた

いと考えております。 

次に、各分野における指導的女性等の現状

についてですが、農業団体については、市内

２農協の理事のうち女性はいないとしており

ます。町内会長のうち女性の方の人数は本年

３月末で２６２名中７名、割合として２．７％

となっております。市職員の女性管理職につ

いては、本年４月で、医療職を含め９９名中

１１名で、割合としては１１．１％となって

おり、係長職では医療職を含め８８名中女性

が１８名で、割合としては２０．５％となっ

ております。また、市職員の育児休暇取得に

ついては、女性職員は平成１９年度で５名、

平成２０年度で２名、男性職員は２カ年とも

なしで、取得率では女性職員は１００％、男

性職員は０％となっております。地域経営室

に置いております女性相談窓口の相談件数は、

平成１９年度、２０年度のいずれも６件で、

本年度は、これまで２件となっております。 

男女共同参画に関する出前講座については、

市広報誌などで呼びかけをしておりますが、

ここ数年申し込みが無く、開催していない状
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況であります。 

私は、女性が社会的に広く活躍するために

は、私たち一人ひとりが男女共同参画の意識

を持つことが重要であり、あらゆる分野にお

いて女性自身が力をつけることと、併せて、

男女ともに人材育成システムを充実させるこ

とが必要なのではないかと考えております。 

次に、男女共同参画に係る予算についてで

ありますが、活力ある地域社会をつくるため

には、男女共同参画を基本とし、まちづくり

を進めていくことが非常に重要であると考え

ております。そのため、まちづくり基本条例

においても基本理念の１つとして人権の尊重

の中に男女が平等に参画できる社会の実現を

盛り込んだところであります。男女共同参画

推進協議会については、限られた予算の中で

はありますが、会員の皆さんそれぞれが会報

の発行や配布など熱心に取り組まれていると

感じております。本市は現在、財政健全化に

全力で取り組んでいるところであり、予算面

では男女共同参画に多くの経費を投入できな

い状況にあるものの、今後とも男女共同参画

社会づくりを市民の皆さんとともに進めてい

くため、本年度、男女共同参画条例を制定す

ることとしております。この条例では、基本

理念や市・事業者・市民の皆さん、それぞれ

の役割、市の基本的施策の方向などを定める

よう検討を進めており、広く市民の皆さんに

この条例をご理解いただき、家庭・学校・職

場・地域など、さまざまな場面で男女共同参

画が進むよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 森川議員のご質問にお

答えします。 

初めに、教職員の超過勤務への対策につい

てでありますが、今年度、北海道教育委員会

では、各小中学校が年間２１日の定時退勤日

を、また、６月と１１月に時間外勤務等縮減

強調週間を設定するなど、その対策に取り組

んでいるところでございます。この中で各学

校からの６月までの取り組み状況について申

し上げますと、定時退勤をしやすい職場の雰

囲気づくりが進んだことや、会議の効率化が

図れたことなどの成果があったという報告が

あった一方、また、自宅への持ち帰り業務が

多くなることや、定時退勤した翌日以降の業

務が増えることなどの課題が合わせて報告さ

れている状況にあります。 

次に、定数改善にむけた働きかけについて

でありますが、地方分権の時代にあって、地

域社会の未来を切り開いていくためには、地

域に根ざした教育を推進することがますます

重要となっており、人間性豊かな子どもの育

成を目指し、将来を見据えた施策を着実に推

進していく必要があると考えております。特

に、学校教育の担い手としての教職員が学校

現場において、児童生徒に向き合うことや、

教材研究に取り組む時間を十分確保していく

ためには、教職員の定数等の充実改善が必要

であると認識しているところでございます。

このため、教職員の定数等の充実改善につき

ましては、全国都市教育委員会連絡協議会及

び全国都市教育長協議会などを通じ、国や道

に対して引き続き要望してまいりたいと考え

ております。 

次に、全国学力学習状況調査などについて
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でありますが、これまで国が義務教育の機会

均等とその水準の維持向上を図ること、各教

育委員会や学校がその成果と課題を把握し、

改善を図ると共に、教育に関する継続的な検

証改善サイクルを確立すること、各学校にお

いては、児童生徒への教育指導や学習や運動

状況の改善に役立てることを、それぞれ目的

といたしまして実施してきたところでござい

ます。 

今後につきましては、国の動向等を踏まえ

適切に対応してまいりたいと考えております。 

また、教職員の定数改善につきましては、引

き続き国や道へ要望してまいりたいと考えて

おります。 

●議長内馬場克康君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 それでは、自席から再質

問をさせていただきます。 

市長、花嫁対策の件については、まず積極

的に独身後継者の中に入りまして、直接その

要請を受けると、そしてまた色々意見等を聞

いてみてはいかがですか。パートナー対策も

っともっと力が入ってくるんでないかという

ふうに思います。いや、今力が入ってないと

いう表現じゃないんですけれども。なんか、

出会いの場提供は引き続き協議をすると言っ

ても、なかなかその見えにくい状況にあるん

でないかというふうに思うんですよ。そこで、

北海道の農業担い手育成センターですけれど

も、この大きな目的というのが花嫁対策でな

いんですよと言われたら、ちょっとそうかな

という感じもするんですが、新規農業推進団

体の支援を受けて研修生の受け入れだとか、

あるいは就農アドバイス、設置、また資金の

貸し付け、総合的な支援を行っているという

ことですので、ただ、その１つの柱の中にグ

リーン・パートナー対策があると。これも色々

明確になっておりますので、ひとつ農村青年

と女性との出会いの場、交流会、これどんど

ん行ってほしいなというふうに思います。１

７５ある１つの地域農業担い手センターです

けれども、このグリーン・アドバイザー、結

婚相談員と言いますか、これ研修会も１１月

に札幌市で開催をされております。道内の結

婚支援の実例だとか、また取り組み状況、成

果、こういうのを報告し、意見交換をしてい

るということですので、先ほどの答弁では市

も積極的にひとつ参加をしたいということで

したから、今まで、むしろ参加をしてないこ

と自体がおかしいなという感じ持ってるんで

すよ。どんどん参加をしてもらって、研修会

の成果を大いに期待をしておりますし、それ

から、ふれあいコミュニティセンターの中の

ツールとして北海道ふれあいツアーがあるん

です。これ、こういうパートナー対策といろ

いろあるんですけれども、近年、２泊３日で

沖縄に男女３０名を募集をし、出会いの場を

つくっていると、こういうことなんです。実

施要綱あるいはスケジュール等については、

各地域の農業担い手センターの方に呼びかけ

ているということで、お聞きをしますとこの

資料は来てるようですけれども、また、いろ

いろ募集もしたけれども、希望者がいなかっ

たということでありますが、これね、ＰＲ不

足もあると思うんですよ。ですから、これは、

広範囲にせっかく道がこうやって取り扱いを

してるんですから、市も積極的に呼びかけを

して行くべきだというふうに思うわけです。 

それから、２点目は、ふるさと納税につい
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てですけれども、美唄とのかかわりのある

人々、美唄で学んだ人々、美唄に関心のある

人々、全国各地、全道各地に多くの居住して

いるという、その方々に協力を美唄の応援者

の一人として貴重な財源を税法上の特典もあ

りますので、さらなる協力に対しての努力が

必要でないかというふうに思うわけです。よ

く県の方々、電話等でお話してみますと、美

唄って言えば夕張と一緒くたにしちゃうんで

すね。いわゆる旧産炭地であるということと、

その財政難のまちであるということが、もう

既に定着してる面もあるんです。また、そう

いう報道も府県ではされている一面もあるん

ですけど。 

アイディアの１つで市長の感謝状入りの額

の提案をいたしました。これには、賛否両論

いろいろあると思います。ただ、今１０万円

以上寄附しますと、これもふるさと納税は５

万円に線を切れと言ってますけれども、例え

ば１０万円で市長の感謝状を送っても、今家

の構造の関連もあって、なかなかその飾る人

はいないらしいですね。筒に入れてぽんと置

いとくという、そういうのがどうも多いとい

う実態も報告もありますので、感謝状入りの

盾になりますとね、これはスペース取るわけ

でないですから、これ非常にその辺では目立

つんではないかというふうに思っているわけ

です。いずれにしても、ＰＲ不足というのは

ゆがめない事実としてあるわけですから、先

進事例を参考にして、今後やっぱり取り組み

を強化していく必要性があると。それと、市

長の答弁にありましたように、協力者に対し

まして、ふるさと美唄通信、これ、本日朝方

いただきました。これなかなかいいですね。

これは発刊に対しては高く評価をしておりま

すので、ぜひともこれは継続してやっていた

だきたいなというふうに思います。 

３点目の男女共同参画推進について、これ

市長が答弁をされた市の現状、まだまだ女性

が進出すべきだと思いますね。実は美唄の基

幹産業と言われる農業について、女性の位置

づけがどのようになっているかということで、

農水省あるいは道庁に対して取り組み状況等

をちょっと知る機会がありました。時間的な

制約もございませんので、あえてちょっと御

報告をしたいと思いますけれども。農水省調

査では、就業人口に占める女性の割合は、平

成２年６０．２％、それが２０年が５３．５％

に減少傾向にあると。しかし、農林水産業に

おける主要な役割はやっぱり女性が果たして

るということですよ。また、農林漁業団体の

役員等に占める女性の割合は、平成１８年、

農業委員で３万９，９９７人いるんですけど

も、うち１，６８２人、４．２％である。農

協個人正組合員数が４９３万１，８５３人中

８１万２，８０８人は１６．５％該当される

んだと。しかしながら、農協等の役員に対し

ましては、２万２，０３５人いると、中では

４６５人だというんですよ。わずか２．１％

ですよ。森林組合の組合員数になると、役員

数になると１万１，８０９人中３０人、わず

か０．３％、漁業協同組合の個人正組合員数

２２万５，３６３人中１万５，８５０人、７％

女性であるんですけれども、その漁協の役員

数は１万２，９６５人中４６人、これもわず

か０．４％と、こういう実態なんです。平成

２年当時はそれが何とほとんど０．１％ぐら

いだったのが、今やっと増加面が見られると。
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全体的に女性役員の登用割合は、しかし、見

てみますと依然として低いと。これは、個々

の経営や地域農業のあり方に対して大きな力

を持っている農業委員、農協役員などに女性

の持つ視点や能力を発揮するためにも、まだ

まだ女性の参画の推進が必要であるんでない

かと思っております。併せて多くの女性が進

出して欲しいと農水省は強調しておりました。 

美唄市も先ほどの市長答弁によると、農業

委員、農協役員はゼロだという回答でした。

力量を発揮できる方が多くおるのですから、

また、農業に従事しておるんですから、大い

に期待をしているわけです。この点について

は、市長も同様な考えであると言うふうに思

っております。 

農水省は昭和６２年度から３月１０日を農

村漁村女性の日として設けてる。既に２２年

間も経過をしましたけれども、記念行事等普

及啓蒙に取り組んで農協中央会主催の女性登

用を積極的に進めているＪＡを表彰すると。

いわゆるＪＡ男女共同参画優良表彰というの

を行っていると。併せて農林水産大臣表彰も

あると。本年度は、なんか３事例が該当した

ということを申しておりました。 

また、厚労省も６月を男女雇用機会均等月

間と定めまして、職場における男女均等につ

いての労使を始め、社会一般の認識と理解を

も深める機会としてとらえてました。男女労

働者間の事実上生じている格差の解消に向け

て、企業の自主的な取り組み、正しい理解の

推進のために啓蒙宣伝を進めて、働きかけを

今後とも推進を図っていきたいと言うことで

した。 

市長の答弁、女性の町内会メモしてみます

と、７名２．７％ということです。それでも、

７名と言うのは、結構進出してるなという感

がするんですけど、まだまだ少ない。市職員

の管理職は１１．１％ですか。係長の割合も

２０．５％、これは他市の状況の、今資料を

持ち合わせておりませんので比較云々はでき

ませんが、有意義な人材が多いわけですから、

今後ともどしどしその女性を登用していただ

きたい、このように思うわけです。 

美唄市の男女共同参画推進協議会、これ事

務局は地域経営室においてるということです

けども、呼びかけている相談窓口６件と言う

実績も聞きました。出前講座についてはゼロ

であるということです。しかし、セミナーの

開催をし、メロディーとか、まちの出来事ハ

ローホット美唄、これには経過も掲載されて

おりますけれども、なんかまだ宣伝が足りな

いなというふうに感じている一面もあります。 

このようにこの活動してる美唄市の男女共

同参画推進協議会の実態、やっぱり財政面の、

助成ですよ、１万７，０００円。美唄の財政

事情が、これわかっておりますし、札幌での

会議等、出席はやはり予算等の裏づけが必要

でないかというふうに思ってるんです。この

点については、増額については市長の答弁で

は、やるということは聞き取れませんでした。

これは何度も言っておりますけども、別に協

議会から要請をされたということで言ってい

るわけではございません。私は、質問してい

ろいろ調べてみますと、会の運営は会費の中

で運営するというが本来の姿かもしれません

けれども、しかし、実態を見てみますと１万

７，０００円、これ事務費に多く使われてい

るということですが、もっと活動してるわけ
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ですから、助成をすべきでないかというふう

に思っております。この男女、いわゆる共同

参画推進というの調べてみますと、参画につ

いてですか。ここに美唄の第２次があります

けれども、ページ１１、１２ページにありま

す。ジェンダー・フリーと、これなんか今年

この言葉ものすごくはやってると言うんです

よね。社会的性別という人々の行動や生き方

をジェンダーによって枠にはめることなく、

誰もが自分らしく多様な生き方が、そういう

社会をつくるという考え方です。 

ところが、男女同権は女性を幸せにしない

というのが現れました。これ本も出されてお

ります。山下悦子という女性史研究家です。

内容は性別にかかわらずという、この理念を

修正をすべきということですと。これ、マス

コミはおもしろいですね。これ出されたら、

飛びついて、おもしろおかしく報道しており

ますけれども、どうもこの視点が分からない

っていうのが実態でないかと。美唄市の図書

館においても、この「ジェンダー入門」加藤

秀一という先生が入門書も置いてありました。

男女平等間これはもう正しい当然の理念です。

それを定着をさせるために教育学習はこれ必

要です。市長、再度お聞きしますけれども、

それを推進させるための予算面の考慮、これ

は可能性はないのですか。 

４点目は、教育長です。新学習指導要領に

ついて教育委員会が購読していると思われま

すけれども、日本教育新聞というのあります。

これ平成２１年３月１０日付けで新要領の実

施上の課題として、文科省ほか校長の調査の

結果が載っておりました。小学校は６８．８％、

中学校８４．９％が教師が不足してるって言

ってんですよ。こういう実態が明らかになっ

てるんです。そのために研修時間の確保もで

きない。これは小学校校長が５３．７％、中

学校長が４４％答えてると。さらに学校の予

算が十分でないと。小学校が４１．１％、中

学校３９．９％の結果が浮き彫りになってる

と。こういう実態にちょっと驚かされてるん

ですよ。教育予算は少ないというのは、同僚

議員前回の定例会でも質問しておりますし、

私はとんでもない美唄は少ないなと思ってお

りますが、いわゆる授業時間数の増で、教師

が多忙になってしまったと。負担が増えてき

てると。これはもう既に異常な状況下にある

ということです。小学校校長も中学校長も大

きな悩みの種で頭が痛いんでないかと思いま

すよ。現実として小学校では５、６年生の扱

いが難しいと。これはもう授業数が多くなっ

て外国語導入だとか、こういう新たな懸念材

料がなっていると。そのことが、中学校教師

も同じだと。授業スタイルが変わりまして、

英語授業が難しくなってきてると。教師も不

安を感じているというのが実態としてあるん

です。いわゆる小学校はどこまで教え、中学

校はどこまで。これも議論をし、足並みをそ

ろえることが必要であると。新学習指導要綱、

そのものが多忙の要因としてとらえられてい

るという、そのことを教育長やっぱり承知を

していただきたいなと。 

併せて勉強嫌いが授業の荒れがあり、家庭

訪問も多くなってきているという。詰め込み

教育の復帰が勉強嫌いを助長させていると、

こういう実態もあるんですよ。このように学

習内容を増やし、武道や英語を導入すると教

師不足を招き、中学校では武道とか体育まで
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理科の先生が教えていると、代替していると。

これは、美唄ではそういうことはないと思い

ますけれども。報告がいろいろとなされてい

るという状況で、環境の整備が整っていない

ということです。教育委員会は、時間外の削

減として活動の指導に部外の指導者を積極的

に活用するということを報じられていました。

果たしてこれが時間外縮減になるのでしょう

か。これは教師以外の、例えばスポーツ専門

の人方が講師として部活動を行うということ

だそうです。また、時間外勤務を減らす方法

として、そのモデル校、小学校・中学校・高

校・特別支援学校含めて４２校が指定をされ

たとありますけれども、美唄市は、これ４２

校の中に該当されているのか、空知の状況は

どうなっているのか、その点をちょっとお伺

いをいたしたいなというふうに思います。 

北海道新聞に掲載されておりましたよ。札

幌市の教育委員会が、新しく作成した要綱で

すか。この手引き、全５巻で何と暑さ１１セ

ンチになるっていうんです。１１センチって

このくらいですよ。この手引きを先生方が読

めと。熟読しなさいって言ってもままならん

と思うんですよね。やっぱり教師不足の解決

と言いますのは、大幅な新規採用をしなきゃ

ならんという。教職者の定数改善を図るべき

であると。 

来年の予算の概算要求から教師増を含めて、

その工程表の内容改善に文科省・道教育委員

会に対して、校長並びに教師の現場意見を反

映をさせる必要性があると。従来もやってき

たとは言われますけれども、まだまだ希薄と

いうふうに判断します。文科省も政権交代さ

れましたよ。今までのように上意下達で立場

でそれを貫くと言う、そういうことじゃなく

して、現場の意見を十二分に聞き、対話の方

向で進める。そういう方向にかわるものと私

は確信をしておりますから。どうですか、ひ

とつ教育長更なる努力をご期待をしておりま

す。 

以上再質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員のご質問に順次

お答えします。 

最初に、農村花嫁対策についてであります

が、先程申し上げましたとおりこのグリー

ン・アドバイザー研修に、市としても積極的

に参加していろんなアドバイスを得ると。 

それから、市内のＪＡ青年部の連絡協議会、

ここと出会いの場の提供にむけて、今回の話

した部分でございますけども色々障害がある

ことから、これをもっとさらに進められるよ

う、引き続き協議を進めてまいりたいとこの

ように考えております。 

それから、北海道ふれあいツアー、このＰ

Ｒ不足ということもございますんで、これに

ついては農協から各農家に周知していただく

わけでございますけども、これにつきまして

は、市のメロディー、これを媒体とするよう

なことも考えながら、よりＰＲに努めてまい

りたいと考えてございます。 

それから、ふるさと納税の部分でございま

すけども、これまでも寄附をいただいた方に、

市のＰＲや販路拡大のための特産品や農産物

など送ってはどうかという御意見をいただい

て、議会でもこの御質問をいただいていると

ころであります。市としましては、今回ご提

言いただいた盾の問題とか、感謝状の問題、
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それから特産品を送る問題、これらについて

は、感謝状は要らないとか、名前を伏せて欲

しいとか、農産物は、もし送ってくれるんだ

ったら、そのお金があれば市でもっと大切に

使えとか、いろんな考えがあるわけでござい

ますので、これらについて、制度の周知を図

っていく中で、さまざまな視点から御意見を

いただいた部分、それから、現在の美唄市の

状況に最もふさわしい方法を十分検討させて

いただきたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

それから、３点目の男女共同参画について

でありますが、市民団体である美唄市男女共

同参画推進協議会につきましては、これまで

ほんとに、各種講演会やシンポジウムなどに

積極的に参加しているという事で、長年に亘

って継続して積極的な活動をされていると、

このように私ども承知して大変感謝している

とこでございます。この団体につきましては、

運営に関して会費の中で自立して行なわれて

いる現状でございますけども、今いろんな実

態等があるということも、今私ども知った部

分でございますので、これからまた、この協

議会はこれからの協働型のまちづくりにおけ

る大切なパートナーという位置付けでござい

ますので、よく協議会と活動内容とか実情等

を話し合いながら、これから共に男女共同参

画を進める活動を一緒にしていきたいと考え

てございますので、ご理解願います。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 森川議員のご質問にお

答えします。 

外部指導者の導入等についてでございます

が、北海道教育委員会では、小中学校が子ど

もの体力を向上することを目的に、外部指導

者を導入する地域スポーツ人材活用実践授業

を実施しており、本市におきましては、小学

校１校が冬季のスキー授業で活用する予定と

なってございます。 

また、今年度北海道教育委員会では、時間

外縮減にかかわる業務改善事業を実施してお

り、空知館内においては、岩見沢市の小中学

校各１校と北海道新十津川農業高等学校が指

定されているところでございます。 

いずれにいたしましても、学校現場の状況

を十分に把握に努めるとともに、教職員の定

数等の改善にむけて引き続き国・道に対して、

強く要望してまいりたいと考えております。 

それから、教育予算についてもありました

けども、ＯＥＣＤ経済協力開発機構の図表で

見る教育という、その報告書の中でも日本の

教育機関に関する公的財政支出の対ＧＤＰ比

といったものが、２８カ国加盟中日本は最下

位ということで、これやはり、教育に対する

国含めたそういった問題が構造的にあるのか

なと考えてございますし、こういった問題も

含めて、今後教育が地域においてしっかりで

きるよう国・道含めて要望してまいりたいと

考えております。 

●議長内馬場克康君 ２番、森川明議員。 

●２番森川明議員 歳出面に対しまして、一

通りお答えをいただきました。ちょっと、感

じ取る面もちょっとありますので、もう一度

私の考え方なんですけれども、述べさせてい

ただきたいと思います。 

農村の花嫁対策ですね。研修会等につきま

しては積極的に参加をしたいという、そして
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出会いの場づくりもやっていきたいというこ

とですから、これは、大いに期待をしている

わけです。何度も言っておりますけれども、

メロディー等にＰＲを進め、とかくその美唄

の地域農業担い手育成センターは、余りその

存在感と言いますか、知れ渡っておりません

ので、これはもう主体性を持って、存在を大

いにアピールしていただきたいなというふう

に思います。 

ふるさと納税の関係ですね。これ、いかに

寄附を集めるかと。なんか私も非常にこだわ

りを持っている感じとして受けとられがちな

んですけれども、あくまでもお願いをすると

いう、こういう立場です。このままでは、協

力者があまりあらわれんでないかという、こ

こを心配してるんですよ。ですから、ピーク

時９万２，０００人もいたんですから、ふる

さと美唄の思いはみな同じだと思うんです。

転出者の状況把握というのは難しいというお

答えでした。しかし、予想される状況はわか

ります。札幌市均衡、あるいは神奈川・千葉

を中心としたいわゆる関東圏、ものすごく多

く美唄の出身者がいるという事も私も府県勤

務の中でそれを知ることが出来ました。です

から、いろいろアイディアを求める中からＰ

Ｒの必要性をどうするのか。盾についても５

万円以上っちゅう線でどうかっていうことで、

これはちょっと自画自賛の感もしますけれど

も、市長もこの点についてはあまり触れられ

てないって言うような状況もありました。い

ろいろこれについても賛否両論があると思う

んですよ。良い方向づけということで、早急

に関係団体・企業・市民のこういう多くの意

見を聞く中から対応し、スタートを切ってい

ただきたいなというふうに考えております。 

男女共同参画についてですね。協議会が予

算面で会費を運営すると言う、これは本来の

姿なんですよ。助成金を求めるということは、

他の団体との関連性もあり難しい一面もある

という答弁でしたけれども、また、財政健全

化っちゅう、そういう状況というのも全力で

取り組んでる状態もわかります。理解できま

す。しかし今現在、この協議会から別にその

増額要請を私は受けたと言うわけではないん

ですよ。しかし、この状況下、いかがなもの

かなという受けとめ方をしてるということな

んですよ。市長わかりますか。１万７，００

０円ということ。これはね、やっぱり例えば

何度も言ってましたけれども、札幌とか岩見

沢で研修会とか、あるいはシンポジウム、フ

ォーラムとか、さらにいろんな月刊共同参画

によっては、全国の会議の計画がだーっと載

ってるんですよ。それは、はっきり言うと、

その年、サミットとか、男女共同社会づくり

全国会議とか、指導者養成セミナーとか、男

女共学参画フォーラム、非常に多くの行事が

あるんですけれども、今の実情では美唄から

は個人的にカンパをするって言ったら別です

けども、なかなか参加をしづらいという状況

にあるのではないかと思うんですよ。ですか

ら、その予算の裏づけもないと言う、そうい

う状況ですので、これ美唄に多くの団体もあ

るっていうの知ってますよ。なぜそこだけか

っていうのは、これも必然的に出てくるとい

うのも予測はされますけれども、そういうい

ろいろな含みもあるわけですから、今後やっ

ぱり北海道からも注視してると、活動はやっ

てますねと冒頭言われるくらいの美唄なんで
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すから。これはやっぱり札幌の会議など、ど

んどん、どんどん出ていきたいなっていうよ

うな判断もあると思うんですけども、予算的

な裏づけがないから出て行かれないと、こう

言う実態。これはやっぱり配慮できないかと

いうことの意見なんですけども、どうもこの

点については、市長の答弁についてはちょっ

とこう不満も持ってるんです。 

それから、教育長ね、これ、教師の多忙の

北海道の委員会で出されております、いわゆ

る外部講師の関係ね。これ、教師外で指導者

を積極的に活用したいという考え方というこ

とを御説明を受けました。状況はわかります。

これ苦肉の策ですね。いわゆる適任される指

導者も仕事を持ってるとか、あるいは高齢者

で指導ができないとか、いろんな要素もあっ

て、これは、なかなか大変なことでないかと

思うんですよ。それと調査費の２割削減出さ

れた時間外勤務を減らすためのモデル校、全

道で４２校ですか。空知でなんか３校ね。岩

見沢で小学校、中学校１校って言いましたか。

新十津川農業高校も言ってましたね。これね、

該当される方も大変だと思いますが、そこで、

どういう解決策が見出せるのか。これは深く

注視をして見守りたいというふうに思ってお

りますけれども、やっぱり根元はやっぱり教

師不足だと思うんですよ。この、教師不足を

いかに克服するかと、これは非常に前向きな

答弁もいただいておりますけれども、またさ

らなる働きかけをやっていただきたい。要望

事項を伝えていただきたい。このことを申し

述べまして、あのもしできれば答弁、なけれ

ばなしでもいいですから、答弁していただき

たいなというふうに思います。 

以上で終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 森川議員の質問にお答え

します。 

農村花嫁対策につきましては、これは行政

だけでできる対策ではございませんので、農

協の特に青年部と連携をとりながら、今後進

めてまいりたいと考えてございます。 

それから２点目のふるさと納税、これにつ

いては、いろんなＰＲ策等、それから、いろ

んな感謝状の問題といろいろありますけども、

これらを含めてより効果が上がるような方策

を慎重に検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

それから、男女共同参画についてでありま

すが、これも行政だけでなくて、この協議会

等私どもの大切なパートナーという形で、こ

れからもこの立場を尊重しながら、この協議

会の現状、それから活動内容、実態、よく協

議会と話し合いながら今後対応してまいりた

いと考えてございますので、御理解願います。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 森川議員のご質問にお

答えします。 

教職員の多忙化、学校現場における教職員

の定数の充実、改善についてでございますが、

これにつきましては、現場の実態を十分把握

するとともに、充実拡大に向けて、これは基

本的には国と地方との問題で、国全体も先ほ

ど申し上げたとおり各国別で調べると非常に

日本が低いという中で、地域の個々の課題あ

りますものの、やはり日本全体の問題であり、

構造的な問題だというふうに考えている側面

もございます。そういった意味では、地方が
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これからしっかり責任を持った地方教育運動

を推進する上でも、そういった面の改善に向

けて、国にしっかり要望してまいりたい、こ

のように考えております。 

●議長内馬場克康君 午後１時１０分まで休

憩いたします。  

 

正午１２時１４分 休憩 

午後 １時 ９分 開議 

 

●議長内馬場克康夫君 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

一般質問を続けます。 

１番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ２００９年第

３回定例会にあたり、大綱３点について市長

及び教育長に質問いたします。 

その前に先月８月３０日に行われた衆議院

選挙では、民主党が圧勝し、自民党・公明党

は野党になりました。日本共産党は、改選前

の９議席という結果でした。新しい民主党政

権のもとでは、自民党・公明党政権が冷たく

切り捨てた生活保護の母子加算の復活が年内

にも実現可能なところまで迫っており、大変

喜ばしいことだと思っています。また、改憲

派の議員集団、新憲法制定議員同盟所属の議

員が今回の衆議院選挙で大量落選し、１３９

議席から５３に激減。憲法を守る運動がいよ

いよ重要になってきたと言えると考えます。

しかし、残念なことには民主党の鳩山代表が

９月２日連合の中央執行委員会で挨拶し、消

費税について政治不信が払拭されたときには、

国民の皆様にも御負担をお願いをするような

ことが将来出てくる可能性があろうかと思う、

と述べ、将来の税率引き上げはあり得るとの

考えを示したということです。この問題につ

いては、見守りつつ、消費税率引き上げには

断固反対を連ねていかなければと気持ちを強

くしているところです。 

質問に入ります。 

大綱の１点目は、福祉行政について伺いま

す。最近、車いす生活のご夫婦が本州方面か

らふるさとの美唄に帰ってきたとお話があり

ました。人口がどんどん減少している本市に

転居されてきたことに感謝すると共に、これ

からの寒い降雪の季節に向かい、この御夫婦

に対しどんな援助が必要なのか、どんな援助

ができるのか、深く考えていかなければと思

っております。 

さて、本市の障がい者の現状はどのように

なっていますでしょうか。３つの障がい別の

人数と、５年前との比較をお伺いしたいと思

います。 

２点目は、知的障がい者のグループホーム

についてお伺いしたいと思います。私の住ま

いの町内会は６０件にもならない小さな町内

会ですけれども、その中に２つのグループホ

ームがあります。男性、女性１つずつです。

もともと地域連携が薄れている社会情勢のも

と、なかなかお互いに理解する、知り合うと

いうところまで行っていないというのが正直

なところです。ひところに比べてあちこちで

グループホームを見かけるようになった気が

します。また、私の知り合いの女性の方もグ

ループホームの世話人として働いているとい

う方も何人か最近知り合うことができました。

さて、この知的障がい者のグループホームで

すけれども、いつごろからこのグループホー
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ムがつくられたのか。現在に、市内には幾つ

のグループホームがあって、何人ぐらいの

方々が生活をされているのか、お伺いいたし

ます。 

また、美唄市障がい者プランでは、地域との

交流を図っていくとなっていますが、現状は

どうなっているでしょうか、お伺いいたしま

す。 

次に、グループホームの夜間や救急時の体

制について伺います。全国的には認知症・高

齢者のグループホームや特別養護老人ホーム

の火災など、惨事が繰り返されています。利

用者の年齢構成や障がいについて、同様でな

いことは理解しておりますが、本市の知的障

がい者グループホームの体制についてはどう

なっているのか、お伺いいたします。 

大綱の２点目は、快適な住環境についてお

伺いいたします。最近久しぶりに会った友人

が、日中眠くて仕方ないと愚痴をこぼしまし

た。理由を聞くと今年の春に東明公園でマイ

マイガまみれになった経験があって、それが

原因で心療内科の診察を受けて、薬を服用し

ているとのことでした。私のような無神経な

人間ならばそれほどは感じませんけれども、

虫が苦手で病的に嫌悪感を抱くという方もお

られます。昨年に引き続き、今年も相当な数

のマイマイガが発生したと思われますが、市

民に快適な環境を提供すべく、行政としてど

のように対応なさったのか。また、被害の把

握はどのようになっているのか、お伺いいた

します。卵で越年すると、来年も発生が懸念

されますけれども、今後の対策についてもお

伺いいたします。 

大綱の３点目は、教育行政について教育長

にお伺いいたします。 

１点目は、新型インフルエンザに関してで

すけれども、午前中同僚議員から同様の質問

がありましたけれども、私は教育現場の対応

に限ってお伺いいたしますし、聞いている立

場も違いますので、重複する部分があるとは

思いますけれども、御答弁の方お願いしたい

と思います。 

まず、新型インフルエンザの対応について

ですけれども、今朝ほどの新聞では吹奏楽コ

ンクールへ参加する学校が生徒のインフルエ

ンザのために断念せざるを得なかったという、

悲しい記事が載っておりました。現在の管内

での発生状況はどのようになっているのか。

また、市教委の対応についてどのようになっ

ているのか、お伺いいたします。 

教育行政の２点目は、学校トイレの洋式化

についてであります。この問題については、

私は議員になってから何度かこの場で同様の

質問をしておりました。最近は学校が統合な

どされて、随分学校自体の数が減っておりま

すので、現在の各学校ごとのトイレの洋式化

の率についてお伺いしたいと思います。 

以上、この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えします。 

初めに、福祉行政について、知的障がい者

のグループホームについてでありますが、市

内には知的障がい者のためのグループホーム

が、平成元年には１カ所、定員６名でスター

トしましたが、その後は毎年増え続け、現在

では２６カ所で定員が１３５人となり、内訳

では男性９６人、女性３９人の方が利用して
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おります。グループホームを利用される方々

のほとんどが就労しており、また、高齢のた

め就労できない方の多くは、施設の通所サー

ビスを利用しております。休日などには草刈

りやごみ広いなど町内会活動にも参加をして

おり、地域との交流を図っているところであ

ります。 

次に、夜間救急時の対応でありますが、グ

ループホームを設置している事業所では、事

業所の職員が連絡用の携帯電話により、利用

者からの緊急時の通報等に対し２４時間体制

で対応に努めているところであります。 

次に、快適な住環境について、マイマイガ

の発生及び被害状況と今後の対応についてで

ありますが、昨年、道路・公園などの街路灯

に大量のマイマイガが発生し、街路灯などの

清掃を行ったところでありますが、本年度に

つきましては、４月下旬ごろから卵から孵化

した幼虫が発生したため、コスモス通などの

道路施設・街路灯・公園周辺などの幼虫駆除

や街路灯の清掃を行ったほか、樹木の剪定な

どにより対応してきたところであります。被

害状況につきましては、人的被害は把握して

おりませんが、人によっては幼虫に触れると

発疹が出たり、または成虫の鱗粉でアレルギ

ー反応を示す場合があります。また、公園の

樹木や街路樹で葉を食べられる被害がありま

したが、現在は葉も持ち直してきている状況

であります。 

今後の対策についてでありますが、卵のう

ちに駆除することが重要であり、卵・幼虫の

駆除や、樹木の剪定並びに消灯などで対応す

るほか、公共施設等につきましては、来春の

孵化前までに卵の除去を行なうなど、発生の

予防について施設管理者に対し改めて周知し

てまいりたいと考えております。 

また、中心市街地の街路灯につきましては、

マイマイガが集まる傾向にある紫外線を発す

る水銀灯から紫外線の発生が少ないナトリウ

ム灯への交換を早急に行ってまいります。さ

らに林業試験場との連携を図り、市民の皆様

にマイマイ蛾に関する情報提供を今後も行っ

てまいりたいと考えております。 

なお、障がい者の現状につきましては、保

健福祉部長から答弁させていただきます。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 保健福祉部長。 

●保健福祉部長中川直紀君 障がい者の現状

については、私から答弁させていただきます。 

障がい者の状況についてでありますが、５

年前の平成１６年３月末と、本年３月末現在

の手帳交付者数で申し上げますと、身体障が

い者では５年前が１，８４２人、現在が１，

９０８人と６６人の増。知的障がい者では５

年前が２９１人、現在が３８３人と９２人の

増。精神障がい者では５年前が１１３人、現

在が１６４人と５１人の増で、いずれも５年

前と比較して増加傾向にあります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君（登壇） 吉岡議員のご

質問にお答えします。 

初めに、新型インフルエンザに関する学校

現場の対応についてでありますが、空知管内

における新型インフルエンザ患者発生による

臨時休業の状況につきましては、本年９月１

日現在で休校が５校、学年閉鎖が８校、学級

閉鎖が２校となっております。教育委員会と
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しましては、これまでも文部科学省の新型イ

ンフルエンザ対策に関する行動計画や通知等

に基づき、予防対策としては手洗い・うがい

の励行、症状が出た方のマスクの着用、外出

の自粛、人に咳やくしゃみをかけない咳エチ

ケットの徹底、早期受診・早期治療などにつ

いて指導すると共に、児童生徒や教職員等に

患者が発生した場合には、保健所等との連絡

による臨時休業など、適時適切な措置を講じ

ることとしております。 

今般の新型インフルエンザについては、厚

生労働省の８月１９日の発表を踏まえ、本格

的な流行が既に始まっている可能性があり、

今後感染が急速に拡大することも十分に考え

られることから、校長会などを通じて、改め

て学校や家庭における感染予防の徹底につい

て周知を図ると共に、保健所等、関係機関と

の連携を図り、各幼稚園・小中学校に対する

来校者用消毒液を配備するなど、その対策に

努めているところでございます。 

次に、学校トイレの洋式化についでであり

ますが、学校における洋式便座の配置の割合

は、小学校が２９．５％、中学校では２４．

１％となっております。また、学校別に申し

上げますと、小学校では中央小学校３４．５％、

東小学校３４．０％、峰延小学校１３．３％、

南美唄小学校２７．８％、東栄小学校２０．

０％、茶志内小学校２７．３％、西美唄小学

校２７．３％。また、中学校では美唄中学校

１１．１％、峰延中学校６６．７％、南美唄

中学校５０．０％、東中学校７．４％となっ

ております。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 自席から再質問させて

いただきます。 

まず、福祉行政ですけれども、障がい者の

現状でお伺いしたところ、５年前に比べて３

つの障がい、いずれも人口が増えていると。

ざっと計算しても、２万７，０００として、

一般市民の９％ぐらいは障がいを持った方が

おられるというふうになっております。人口

減の中、障がいを持つ市民の方が増えている

という背景には、どのようなものがあるとい

うふうに認識されているのか、お伺いしたい

と思います。 

また、グループホームについてですけれど

も、２０年間の間で増加傾向というのは、非

常に顕著なものが見受けられると思います。

今後の動向はどのようになっていくのか、お

伺いしたいと思います。 

また、先ほど伺いました夜間や救急の連絡

体制に関してですけれども、事業所との関係

が強いのかとは思うんですけれども、非常に

心細い状況ではないかなというような感じが

いたします。想定外の事故や災害などに備え

るためにも、日ごろから地域との交流をもっ

と図っていって、理解を深めていくべきだと

いうふうに考えますけれども、その点につい

て市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

それから、マイマイガの発生についてです

けれども、状況はわかりました。被害につい

ても市民の方からは、丸裸になってしまった

ような街路樹や公園の樹木に関して、どうな

のというあたりの話がありましたけれども、

樹木の生命の方は大丈夫だったというような

ご報告なので、そういったことをお伝えして

いきたいと思います。街路灯を交換されると
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いうお話でした。確かにほかの自治体の例を

見ましても、同じようなことで効果を上げて

いるということですけれども、街路灯の交換

本数とか、時期などはどのようになっている

のか、お伺いしたいと思います。 

それから、教育長にお伺いいたしますけれ

ども、新聞などの報道によりますと、全国的

にも、それから全道的にも、例えばこのイン

フルエンザの学級閉鎖の基準っていうのがあ

いまいだっていうあたりのところが報道でさ

れておりましたけれども、その点については、

どのようになっているのか、お伺いしたいと

思います。 

予防策についても、いろいろ紹介されてい

ますけれども、教育委員会としては蔓延を防

止するための危機意識を強く持ちながら、

個々の予防策についてより具体的に提案、そ

れから、教育現場の実施状況の検証などをす

べきだと考えておりますけれども、その点に

ついての教育長のお考えをお伺いしたいと思

います。 

学校トイレについてですけれども、今般の

経済危機対策臨時交付金で市民会館、それか

ら公民館のトイレが改修されることになった

ということは、この前の予算審査でもありま

したけれども、この議論の中で学校トイレが

出なかったのかなというのは、私は非常に残

念に思うところなんですけれども。もし、今

回の交付金の活用の中で議論があったのであ

れば、どんなものがあったのかお聞かせ願い

たいと思います。 

それと、率直に言ってトイレの洋式化に関

しては、この数字を見て、ほとんどやってな

いんだなと言うのが正直な感想です。特に、

東中学校のこの数字の低さに関しては、前の

ときにも随分低いなと思ったんですけれども、

同じなものですから、ぜひその辺のところの

御配慮をお願いしたいと思うんですけれども。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 吉岡議員の質問にお答え

します。 

初めに、障がい者の現状でありますが、様々

な要因が考えられるところでありますが、高

齢者の増加に伴う身体障がいや、社会情勢の

大きな変化による精神的ストレスや、それに

起因して生じる障がいなどが主な要因と、こ

のように考えているところでございます。 

次に、障がい者のグループホームについて

でありますが、障害者自立支援法では、施設

入所や、医療機関から地域生活へのサービス

体系の移行を進めることとされており、今後

も増えて行く可能性が高いと認識しておりま

す。夜間や災害時などの緊急対応を想定した

場合、普段の住民同士のつながりや支えが大

切なことから、地域で暮らす障がい者の方々

が、日常生活の上でさまざまな形で地域との

交流を図っていくことは大変重要であると考

えております。市としましては、事業所や町

内会などと障がいを持つ方々との相互理解を

促進するため、イベントはもとより、地域で

の交通安全活動や、声かけ運動などへの参加

など、コミュニケーションの場が広がる取り

組みを積極的に支援し、だれもが安全で安心

して暮らすことのできる地域社会の実現に向

けて努力してまいりたいと考えております。 

次に、街路灯の交換時期等でありますが、

交換時期につきましては、本年９月１日から

１１月３０日までに交換する予定であります。
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また、交換を実施する範囲などにつきまして

は、街路灯が集中している駅周辺、国道１２

号、旭通りなどの街路灯３９３灯を交換する

予定であります。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 吉岡議員のご質問にお

答えいたします。 

新型インフルエンザに関する対策について

でありますが、感染者が発生した場合の対応

につきましては、厚生労働省が示した学校に

おける新型インフルエンザ・クラスターサー

ベイランスの流れに基づき、直ちに出席停止

の措置を講じ、保健所に連絡するなど、必要

な措置を迅速に講じると共に、同一学級、ま

たは部活動単位等の同一集団において、２人

以上のＡ型感染者が発生した場合には、校

長・学校医・保健所との協議の上、学級閉鎖・

学年閉鎖などの臨時休業の措置を行うことと

しております。また、臨時休業の期間につき

ましては、原則５日間として取り扱うことと

しております。 

次に、今後の対策についてでありますが、

引き続き手洗い・うがい励行を徹底するほか、

学校通信等を通じて、家庭における予防や発

熱時の対応等について周知しながら、学校医

や保健所等、関係機関と協議し、必要な対策

を講じてまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、新型インフルエ

ンザに関する対策につきましては、今後とも

国・道の情報収集に努めると共に、保健所と

関係機関との連携を十分に図りながら、迅速

かつ適切な対応に努めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、小中学校のトイレ洋式化についてで

ありますが、今般の地域活性化・経済危機対

策臨時交付金事業の選定に当たりましては、

全教育施設の現状を踏まえ、社会教育施設に

おいては、高齢者等の利用が多く、トイレの

洋式化が済んでいない市民会館・図書館のト

イレ改修を行うと共に、学校施設においては、

映像メディア等の活用を向上させ、児童生徒

の関心を高めながらわかりやすい授業を進め

るため、テレビの地上波デジタル化と校内ネ

ットワークなど、ＩＣＴ関連のインフラ整備

を重点に取り組むこととしたところでありま

す。 

トイレの洋式化につきましては、今後とも

学校現場の状況や意見等を踏まえ、必要な対

応に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員 しつこいようで申しわ

けないんですけれども、教育長に再々質問さ

せていただきます。 

今朝の日本農業新聞なんですけれど、見出

しは和歌山の学校で梅酢でインフル撃退とい

うことなんですけれども、この見出しではな

くて、写真を後でご欄いただきたいと思うん

ですけど、子どもたちがコップでうがいをし

てるんですけれども、私はこれを見たときに、

このコップがどういったものなのかなという

ことを思ったんです。というのは、先ほどか

ら何回も教育長、手洗い・うがいの励行とい

うふうにおっしゃってますけど、母親の立場

からすると、細かいことで申しわけないんで

すけど、うがいをするにはコップがいります

よね。手でやる方もいらっしゃいますけどね。
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そういった場合、学校現場でこのコップと言

うのは、どんな扱いになってるのか。当然集

団感染とか、予防する意味では、共有と言う

のはあり得ないと思うんです。私、子どもた

ち、美唄の幼稚園ですけども、そこに入って

いたときには、子どもたちがお弁当の後うが

いをするっていうところでは、個人持ちで歯

ブラシ・コップを子どもに一人ずつ持たせて、

幼稚園のところで袋に入れて管理をすること

になってたんですけどね。こういった集団感

染が危惧される中では、うがい・手洗いを励

行しましょうと言ったときに、そのコップを

どうするのかという点では、まずやらなきゃ

いけないことなんだけれども、それが、ただ

言葉だけになってるんではないかなって気が

するんです。それで、やはり、お子さんを持

つお母さん方と話をしたときに、どういうふ

うになるんだろうねって。登校から学校に行

ったときには、やっぱり外から学校の中に入

るということですから、当然、うがいをして

手洗いをして学校の中で過ごす。で、学校か

ら家に帰ったときにも同じように手洗い、う

がいをしてというのがうがい・手洗いの励行

というのが本当のことだと思うんですけども。

そういったものを進める時に、美唄市ではど

うしていくのか。そういった細かいところま

で、本来ならばやっぱり教育現場と教育委員

会ときちんと話ししなければ、家庭にもきち

んとそれを通達していかなければ、子どもた

ちの集団感染を防ぐという、一番最初の防波

堤だと思うんですよね、そこがね。それがな

かなかできないのではないかなと思うんです

けれども。あまり細かいところまで言い過ぎ

るのかもしれませんけれども、そこがちょっ

と危惧される点なので、その点について、も

しお考えがあれば伺いたいと思います。 

それから、学校トイレについてですけれど

も、これはやはり子どもたちの権利条約の問

題ですとか、いろんな点から最近だいぶ進ん

できたなというふうな印象を受けています。 

１つ、２つ、例を御紹介したいんですけれ

ども、札幌市ですけれども、公共建築という

ホームページで、汚い・臭い・暗いの３Ｋと

言われている学校トイレが今変わりつつあり

ます、ということで、近年学校でトイレを我

慢する子どもたちが増えています。単に和式

トイレに慣れていないというだけでなく、冷

やかされるのが嫌だからというのも大きな理

由のようです。そこで、建設されてからある

程度年数の経った学校では、大規模改造工事

に合わせて、明るくみんなが使いやすいトイ

レに改造する工事を行っています。改造プラ

ンを立てるときには、生徒や先生の皆さんに

意見を聞きながら、こんなことに気をつけて

います。１つはだれでも使えるトイレ、改造

するときには、車いすの人も使える多目的ト

イレも一緒に整備します。開放的なトイレ、

閉鎖的なイメージを解消するため、トイレと

廊下との出入り口にドアを付けないことにし

ます。そのかわりに、外からのぞかれないよ

うに、壁や便器の配置に気をつけています。

明るいトイレ、内装の色や照明の配置などを

工夫して明るいトイレになるようにします。

においのしないトイレ、床を水洗いすると雑

菌などが発生してにおいの原因となるため、

水洗いしないで済むような床材を選んでいま

す。こう紹介されています。 

また、昨年の報道ですけれども、建材設備
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メーカー７社で構成する学校のトイレ研究会

が教育委員会に対して実施した調査から、こ

んな傾向が明らかになったという事で、過去

５年間に公立の小中学校で洋式トイレが増え

ていると。調査では学校の大便器で和式と洋

式の設置数の比を訪ねた。トイレについて、

過去５年間に改修していない学校、改修した

学校（新築を含む）、改修予定がある学校の３

種類に分けて比較している。改修していない

ケースで洋式便器が過半数、または和式と同

数と回答したのは計８％だったのに対し、改

修した学校では６３％と多かった。改修予定

の場合では８７％になる。また、温水便座も、

改修していないケースでは１６％なのが、改

修済みでは３６％と設置が進んでいることが

わかったと。こういった、例を御紹介したい

と思うんですけど、何度も私は、この一般質

問の中で必要なことだということで、質問し

てまいりました。板東教育長も本会議におら

れた幹部のお１人ですので、ご記憶されてい

ると思います。今、教育現場では午前中の同

僚議員の質問にもありましたし、食育という

ことが子どもたちの育ちに大切だと言われて

いますけれども、食育イコール食べることが

大事なら、それに伴って発生する排泄も同じ

ように大切だと思われます。人間として避け

ては通れないことだからです。しかしながら、

先程質問にお答えがあったようになかなか頭

の中では理解されて、必要性も理解されてい

るものの、実現においては非常に進んでいな

いというのが現状だと思っています。なかな

か、財政難の中難しいとは思うんですけども、

是非保護者や児童生徒にアンケートを実施し

て、その必要性を具体的に把握して、改善を

計画的に進めるべきだと考えておりますけれ

ども、教育長のお考えをお伺いいたします。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長板東知文君 吉岡議員の質問にお答

えいたします。 

初めに、新型インフルエンザに関しての学

校現場の対応についてでありますが、ただい

まお話しありましたコップの共有等、さらに

予防対策につきましては、学校現場の状況を

踏まえ、校長会等を含めて、その対策のあり

方について再度検討してまいりたい。それか

ら、専門的な観点から、保健所との連携も十

分しながら、その在り方について、さらに予

防対策の徹底を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

次に、学校トイレ洋式化についてでありま

すが、私も基本的に排便と言うか、食を通じ

て排泄についても非常に重要だと考えており

ます。ただ、現状においては教育費全般の中、

一定の優先すべき内容の中、現実的に洋式化

がなかなか進んでないという状況は、私自身

も認識しているところでございます。今後、

更に学校現場の状況、現場の先生方の意見等

踏まえ、今後とも改善にむけた必要な対応に

努めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

９番、白木優志議員。 

●９番白木優志君（登壇） 平成２１年第３

回定例会にあたり、私は大綱４点を市長に質

問します。 

大綱の１点目は、美唄市水防行政について

であります。 

その１つ目は、内排水の現状と認識につい
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てであります。４月８日の集中豪雨の被害対

策の報告は受けていますが、４月１８、１９

日にかけての大雨の状況についてお聞きしま

す。市内及び三日月の内排機場は稼働したの

か。２日間の総雨量と本市において大雨によ

る被害が生じたのか。また、市の対応につい

てお伺いします。併せて道・国における市内

の主な水防工事等の状況と計画に対しての進

捗状況、今後の整備計画と降水量はどのくら

いを想定しているのか、お伺いします。 

２つ目は、安全性の確保についてでありま

す。市内の農地では、畑地への転作により乾

燥化が進み、特に低地帯では降雨時の浸水被

害が出やすくなってきています。また、基盤

整備などの面整備が行われると整備区域に含

まれない地域での排水路の増水が発生してい

ます。こうした面整備の行なわれない下流域

より排水路の整備を進める考えがあるのか、

お伺いいたします。 

３つ目は、今後の排水の整備計画について

であります。農地基盤整備事業が進行して、

地域の排水事情は向上するわけですが、それ

により下流の整備計画外の地域の内排水の対

策についてですが、今まで大丈夫だった降水

量でも、場合によったら一気に下流に水が集

中し、災害が発生しやすくなると思われます。

また、そういった低地帯においては、水に強

い稲以外の作物の栽培には適さないし、また

農地価格の低下など、大きな不利益が生じま

す。そこで、私は優先的に農地整備計画外の

地域の排水整備をまず行う必要があると考え

ていますが、災害に強い肥土の形成に向けた

市の考え方をお伺いします。 

４つ目は、今後の内排水の整備建設費用に

ついてです。営農に限定される用水や排水等

は、農地基盤整備において受益者負担は理解

できますが、排水利用者が不特定多数の場合

や地域以外の利用が想定されます。地域を含

め広域的に建設費用の負担も視野に入れてお

く必要があると思います。私は市にも負担が

発生すると考えるが、負担についての考え方

をお伺いします。 

５つ目は、将来の排水の管理運営について

でございます。市においては、将来基盤整備

の充実などにより、農業人口の減少や農地の

拡大、農作物の多様化などにより、農村集落

機能の低下は避けられないと思います。今ま

で地先の農家や集落での維持管理運営が不可

能になると思います。将来、排水の管理運営

について市が取り組む必要があると考えるが、

将来の管理運営についてお伺いします。 

大綱２点目は、本市の農作物の生育状況と

対策についてであります。 

１つ目は、本市の農作物の生育の現状につ

いてであります。本市の小麦全般の収穫まで

の生育状況と見込み収量、調製の進捗状況、

製品の内訳、また落等の原因について。 

次に、稲ですが、空知では５日の遅れと公

表されておりますが、直播や育苗方式などに

よって今年の特徴として生育のばらつきが大

きいと感じられます。そのことを踏まえて、

今年の稲の不稔量の割合や、生育状況等でど

のような格差が生じているのか。それが収穫

や収量にどのような影響を与えようとしてい

るのか、お伺いします。 

次に、大豆やタマネギなど畑作物の生育状

況もお伺いいたします。６月以降の長雨・日

照不足が農作物に与えた影響をどう押さえて
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いるのか、お伺いします。 

２つ目は、農作物の生育に合わせた市の取

り組みと対応についてであります。私は６、

７月の長雨・日照不足は本市の農作に与えた

影響は大きく、大変厳しい結果になると思っ

ています。そこで、本市において基幹産業に

与える影響を最小限に抑えるためにいつごろ

から危機感をいだき、関係機関・団体、生産

者との対策協議はしたのか。開催したならば、

その内容を具体的にお聞きします。また、そ

の情報を生産者にどのように発信したのか。

営農・技術指導も含めてどのような対策をと

ったのか、お伺いいたします。 

３つ目は、生産者の収入確保に向けた市の

取り組みについてであります。私は今年の農

作物の収穫量は、夏の天候不順の影響により、

特に小麦は大変厳しい結果になることは間違

いないところと思っています。麦・大豆栽培

は担い手に集中していますし、そのため、農

業生産に与える影響が大きい。米も含め、平

年作を下回ったときの対応も必要と考えます。

そこで、農業共済・産地づくり交付金・なら

し対策の交付金など、今から発動実行に向け

た対応や指導方法など、関係機関・団体との

協議などを通じ対応の準備が必要と考えるが、

お伺いたします。 

４つ目は、次年の農業対策であります。不

幸にも今年の収量が平年作を大きく下回る結

果になったとしても、生産者が営農意欲を失

われないような対策も視野に入れておくべき

と思うが、お伺いいたします。 

大綱３点目は、本市の食料自給力・自給率

向上についてであります。 

１つ目は、国の総合基本自給率目標に向け

た本市の取り組みについてであります。国は

２００７年の食料自給率４０％を２０１５年

までに４５％とすることを目標としています。

本市の今の食料自給率はどのくらいか。また、

今後どのような取り組みをしていくのか、お

伺いします。 

２つ目は、食育の推進状況についてであり

ます。私は、食育を進めていくことは重要で

あると考えています。食は生きる上での基本

でありますが、最近では子どもから大人まで

不規則な食事の増加が言われ、特に子どもの

成長過程への影響が心配されます。こうした

ことから、朝食の欠食が問題視され、その実

態についてお伺いします。また、朝食を食べ

ている子どもと、そうでない子どもとの学力

との関係の有無についてお伺いします。 

国では、食育の重要な推進仕法の１つとし

て子どもの農作業体験など、農家の協力を得

ながら進める教育ファームを推進しています

が、この取り組みは食料自給率向上にもつな

がるもと考えており、農業とのかかわりの中

で食育を進めることは必要と考えています。

本市では、宮島沼で冬水田んぼの取り組みが

なされており、こうした取り組みを含めて市

でどのような食育を推進しているのか、お伺

いします。 

３つ目は、地産地消についてであります。

本市は、小麦・大豆の一大産地であります。

小麦・大豆の地産地消の実態をお伺いします。

小麦・大豆は加工食品として利用が可能であ

り、さらなる消費拡大に向けた取り組みが必

要と考えます。市長の考え方をお伺いいたし

ます。 

大綱４点目は、薬物乱用防止対策について
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であります。 

１つ目は、覚せい剤についてですが、有名

芸能人が覚せい剤取締法で逮捕されるなど、

国民の関心は高まっています。覚せい剤とは

どんなもので、その性質や、また、覚せい剤

取締法による平成１８、１９、２０年の道内

居住地域別と、本市においての検挙状況をお

伺いいたします。 

次に、少年・女性の乱用者の状況について、

その内容についてお伺いいたします。 

次に、大麻についてであります。大麻事犯

の検挙状況についてでありますが、その内容

についてお伺いします。また、本市において、

過去３年間の検挙者の状況をお聞きします。 

次に、大麻草の実態ですが、道内において

多くの自生地があると認識していますが、本

市も含め、その実態等をお伺いします。 

以上でこの場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 白木議員の質問

にお答えします。 

初めに、美唄市水防について、内排水の現

状などについてでありますが、７月１８、１

９、２日間の降水量は７５ミリで排水機場は

１９日、２０日に運転し、ポンプ運転時間は

上美唄排水機場が２２時間、茶志内排水機場

が９時間、開発排水機場が１２時間となって

おります。岩見沢市北村にあります三日月排

水機場についても、同様に１９日夕刻から２

０日早朝まで運転を行なったと伺っています。

２日間の雨による直接の被害はありませんで

したが、農作物の生育状況につきましては、

６から７月上旬の長雨により、生育に遅れが

見られたことに加え、７月１９日の大雨で一

部のほ場で停滞水があり、その後のたび重な

る雨で質害を助長させるなど、生育に影響が

生じるものと考えております。国が整備を行

う河川は、石狩川や第２幹線・奔美唄川・産

化美唄川などの８つの河川があります。 

主な河川の整備状況等についてであります

が、石狩川につきましては、管内計画延長約

１万５，６００メートルに対しまして、平成

２０年度末現在、左岸堤外側約１万３，００

０メートル、左岸堤内側７，１００メートル

が完成しており、堤外側の進捗率は約８３％、

堤内側の進捗率は約４６％となっております。

堤外側につきましては、おおむね完成してお

りますが、堤内側の未整備地区であります中

村町地区につきましては、順次整備を進め、

昭和５６年の戦後最大規模の洪水の雨量に対

応できることを目標に整備を進めていると伺

っております。 

第２幹線につきましては、平成２０年度末

までに用地、支障物件調査などの調査業務が

完了しており、今年度用地買収、物件補償と

堤内排水・樋門改築の工事に着手し、平成２

２年度から築堤整備と河道掘削に着手する予

定となっております。 

奔美唄川につきましては、今年度から用地、

支障物件調査を行い、平成２０年度から築堤

整備・樋門改築・河道掘削に着手。産化美唄

川につきましては、整備計画の見直しにより

部分的な築堤整備と河道掘削を平成２２年度

から着手予定となっております。 

北海道が整備を行う河川につきましては、

新川・１１号川・茶志内川・旧美唄川など１

２の河川があり、主な河川の整備状況等につ

いては、新川が築堤整備と河道掘削計画、延
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長約２，４８０メートルに対しまして、平成

２０年度末現在１，９６０メートル完成して

おり、進捗率は約８０％となっており、１１

号川が平成２０年度で築堤整備と河道掘削を

終え、今年度一部護岸を施工し完了するとこ

ろであります。 

次に、安全性の確保についてでありますが、

面整備をしていない下流域では、基盤面の低

下により浸水が考えられることから、大雨時

には気象情報や長期予報に注意をし、排水機

場の運転や可搬式ポンプによる内水排除に心

がけております。また、下流域の土砂の堆積

が見受けられる排水路や各機場に接続する集

水路については、状況を確認し、除去などの

適正な維持管理に今後とも努めてまいりたい

と考えております。 

次に、今後の整備計画についてであります

が、排水路については国営空知中央地区土地

改良事業や、公団営内水排除事業、災害復旧

事業により整備を進めてきたところであり、

今後の基幹排水路の新設及び改修計画はない

ことから、既存排水路の適正な維持管理を行

い、その機能を十分に発揮できるよう確保し

てまいりたいと考えております。 

次に、排水路の整備建設費用の負担につい

てでありますが、国営や道営基盤整備による

面内排水や道路側溝整備にかかわる事業費負

担については、整備路線に接する受益者が効

果を受ける事から、市と受益者の負担とする

ことを基本としております。ただし、広域的

な受益面積を有する基幹排水路につきまして

は、今後とも地域内の排水状況の把握に努め、

その負担について検討を進めてまいりたいと

考えております。 

次に、将来の排水の管理運営についてであ

りますが、基幹排水路の維持管理は地域にあ

ります１４部の排水路愛護組合へ委託してお

りますが、規模拡大や複合経営による作業の

煩雑化などにより適正な維持管理が危惧され

ますことから、今後、基幹排水路の維持管理

のあり方について、排水路愛護組合などと検

討を進めてまいりたいと考えております。 

次に、農作物の生育状況と対策について、

農作物の生育に合わせた市の取り組み対応に

ついてでありますが、市としては８月７日に

農業委員会・３農協・共済組合・農業改良普

及センターと、天候不順に伴う営農連絡会議

を開催し、営農技術対策を確認した上で農作

物の生育・収穫状況等について情報交換した

ところであります。また、今後の天候の推移

や水稲の坪刈りの結果などに対応する形で、

この会議を随時開催することとし、その中で

対策等について検討していくところでありま

す。当面の営農技術対策につきましては、空

知支庁が作成した資料を参考に、普及センタ

ーと各農協が生産者の指導に当たることとし

ております。 

次に、収入確保に向けた対策についてであ

りますが、関係機関・団体と連携を図りなが

ら、農業共済制度や水田・畑作経営所得安定

対策の収入減少緩和対策などの動向把握に努

め、それらの状況を見きわめた上で、資金の

調達など、必要となる対策を国や道へ求めて

まいりたいと考えております。 

次に、次年の営農対策についてであります

が、今年のような天候不順による影響を次年

度以降緩和していくため、畑作では停滞水を

なくする溝きりなどの排水対策を、また、水
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稲では冷害危険期の深水管理が行える畦の構

築などを進めるよう、関係機関・団体と連携

して技術指導に努めるほか、国や道の営農に

かかわる施策情報等を提供するなど、農家の

皆さんが意欲的に営農できる環境づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。 

次に、国の総合食料自給率目標に向けた本

市の取り組みについてでありますが、本市の

食料自給率については、農水省が開発した地

域食料自給率試算ソフトにより、平成２０年

産の農業生産量をベースに計算しますと、北

海道の自給率の約２倍強となる４６４％とな

ります。国は２０１５年までに食料自給率を

４５％とすることを目標としており、本市は

日本の食糧基地・北海道の中でも重要な位置

づけにあると考えておりますことから、今後

は水稲を始め麦や大豆などの生産性の向上、

農作業の効率化に向けて、土地基盤の整備な

どを推進してまいりたいと考えております。 

次に、食育の推進状況についてであります

が、朝食の欠食状況については、厚生労働省

の平成１９年国民健康栄養調査をもとに農水

省が策定した資料によりますと、７歳から１

４歳にあっては、男性が６．４％、女性が６．

９％、１５歳から１９歳では、男性が１３．

４％、女性が１１．５％で、成人男性では、

３０歳代が３０．２％、成人女性では２０歳

代で２４．９％と最も高くなっておりますが、

年齢が高くなるにつれて欠食率は下がり、６

０歳から６９歳では、男性が７．４％、女性

が５．１％、７０歳以上では、男性が３．４％、

女性が３．８％となっております。 

また、朝食を食べている子どもと、そうで

ない子どもとの学力の関係については、文部

科学省の調査結果によりますと、平成２０年

度、全国学力学習調査における小学校６年生

と中学校３年生の朝食の摂取と学力調査の関

係では、朝食を摂取してる子どもの方が正答

率が高いと報告されています。 

また、宮島沼での冬水田んぼを始め、小学

校における農業体験学習など、市内ではさま

ざまな形で農作業体験などの取り組みが推進

されております。こうした取り組みや食の大

切さの理解を深める上で最も重要な活動であ

り、これらの活動の輪が今後さらに広がるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

次に、地産地消についてでありますが、市

内では製麺業者が美唄産小麦で麺を作り、美

唄産大豆を原料にした味噌を使ったスープと

セットで味噌ラーメンを販売しているほか、

農家が味噌などの大豆加工品を製造販売して

おります。また、学校給食の小麦パンの原料

は、本年度からすべて美唄産小麦を使用して

いるところであります。今後は関係団体等と

連携を図りながら、こうした取り組みがさら

に広がるよう、市内事業者等に美唄産小麦や

大豆の購入方法などの情報提供に努めてまい

りたいと考えております。 

なお、本市の農産物の現状につきましては

農政部長から、覚せい剤の検挙状況及び大麻

事犯の検挙状況と大麻草の実態については、

市民部長から答弁させていただきます。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 農政部長。 

●農政部長林信孝君 本市の農作物の現状に

つきましては、私から答弁をさせていただき

ます。 

本市の農作物の現状についてでありますが、
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主な農作物別では、小麦は調製作業がほぼ終

了したところですが、６月、７月の長雨など

により、倒伏や穂発芽が発生し、収量と質と

もに昨年を大きく下回る状況で、製品麦は全

体の４割程度になるものと聞いております。 

水稲は７月の長雨、日照不足などの影響で、

生育が５日程度遅れており、地域差や品種、

個人差などがあるものの籾に実が入らない不

稔の割合が平年よりも多くなることが予想さ

れております。 

大豆は６月、７月の長雨や日照不足などの

影響で、生育が３日程度遅れており、８月に

入り、高温少雨で回復基調に推移しましたが、

昨年並みの収量は見込めないと聞いておりま

す。 

また、タマネギは収穫期にありますが、湿

害の影響で小玉傾向にあると聞いております。 

以上のように、６月、７月の長雨や日照不

足などにより、農作物の生育は総じて遅れて

おり、収量・品質に影響が生ずる恐れがある

と考えております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 覚せい剤及び大麻に

つきまして、私から答弁させていただきます。 

初めに、覚せい剤の検挙状況等についてで

ありますが、覚せい剤は覚せい剤取締法規制

の対象とされており、中枢神経に興奮、ある

いは覚せい作用をもたらし、また、依存性が

強く乱用を続けると幻覚や妄想が現れるほか、

錯乱状態になって他人に危害を加えたりする

ことがあると言われております。 

道警の資料による道内における覚せい剤の

検挙状況は、平成１８年検挙人数が５４６人

で押収量が２２６グラム、平成１９年は検挙

人数が６０３人で押収量が１，６０７グラム、

平成２０年は検挙人数が５４２人で押収量が

５，６２５グラムとなっております。 

このうち、平成２０年の女性の検挙人員は、

１３９人で、全体の２５．６％を占めており、

少年の検挙人員は２２人で、全体の４．１％

を占めるなど、覚せい剤乱用の低年齢化と少

年・女子への蔓延が懸念されております。 

また、居住地別検挙状況では、美唄につき

ましては、平成１８年が１人、平成１９年が

７人、平成２０年は１人が検挙されておりま

す。 

次に、大麻についてでございますが、大麻

事犯の検挙状況と大麻草の実態についてであ

りますが、道警の資料による道内の大麻事犯

検挙状況は、平成１８年が１０１人で押収量

が２６．１キログラム、平成１９年が８１人

で押収量が２６．４キログラム、平成２０年

は１６８人で押収量が３３．２キログラムと

増えております。道内では戦前に大麻栽培が

奨励されていた関係から、多数の大麻自生地

があり、本州方面から大麻採取に来道したも

のの検挙や、種子や苗を用いての栽培事犯の

検挙が目立っている状況にあります。 

なお、野生大麻の自生状況につきましては、

公表しないこととされており、市内の状況は

把握していないところでございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 ９番、白木優志議員。 

●９番白木優志議員 自席から何点か質問さ

せていただきます。 

まず１点目は、内排水の現状認識について

でありますが、大雨による農地の一部浸水は
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確認したが、被害が見受けられないとの答弁

でしたが、７月１８日か１９日の被害につい

て、私と認識の違いがあるようにも見受けら

れます。西美唄地域において多くの農地に浸

水・冠水が見られ、市道の一部も通行止めと

なり、一部農作物被害も発生し、市全体の被

害把握はどのように対応したのか、お伺いし

ます。 

次に、農作物の生育に合わせた市の取り組

み内容についてでありますが、８月７日に営

農連絡会議を開催したと言いますが、開催時

期が余りにも遅いのではないのかと思います。

もっと早い時期に被害予想ができたのではな

いかと思います。市として、関係団体との危

機感の共有と、早い時期の情報収集の努力が

必要と考えますが、市長の見解をお伺いしま

す。 

次に、食育の推進状況についてですが、私

は本市においても、特に若い世代の欠食率は

上がる可能性があると思います。朝食の欠食

率を下げる対策をお伺いいたします。 

次に、大麻草についてですが、今、市内の

自生の実態はわからないということですが、

私は今年７月の市民相談で、河川用地におい

ての違法栽培現場を目の当たりにしました。

しっかりと管理され、プロの農家並みの栽培

技術と感心しました。そこはよく市民も山菜

採りなどで立ち入る場所でもありますし、ま

た、知らぬ間に危険にさらされていることに

強い危機感を感じました。私は市として、大

麻草の撲滅に向け強い決意のもと活動を強化

する必要があると考えています。情報の収集

や発信など、市の対応をお伺いします。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 白木議員の質問に順次お

答えします。 

初めに、７月１９日の大雨時における市の

対応についてでありますが、災害対策本部の

設置はしておりませんが、総務部・都市整備

部・農政部・消防本部・消防団において市内

を巡回し、状況の把握に努めたほか、３カ所

の排水機場の稼働、拓北地区で５機の排水ポ

ンプを稼働し、市道の一部が冠水していたた

め通行止めを行いました。この大雨による直

接的な被害はありませんでしたが、市としま

しては、今後とも大雨などに対し迅速に対応

できるよう努めてまいります。 

次に、天候不順に伴う対応についてであり

ますが、市では、これまでも大雨や強風など

が発生したときは、農協や共済組合に農作物

等の被害状況について照会するほか、職員が

現地調査を行うなど、被害の実態把握に努め

ているところであり、今後においても農協な

どの協力のもとに被害情報等の収集に努め、

農作物等被害が発生した場合には、その対応

に万全を期してまいりたいと考えております。 

次に、朝食の欠食率を下げる対策について

でありますが、保健センターで実施している

旬の料理教室等の食の健康づくり事業などを

通じて、食と健康との関係や、欠食などの無

い規則正しい生活が健康づくりに必要である

ことを広く市民にお知らせしているところで

あります。 

現在、食育推進計画を策定するため市民検

討委員会で検討いただいており、この中にお

いても食と健康を考える上で規則正しい食生

活の必要性についての意見が出されていると

聞いております。今後、市民検討委員会のこ
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うした意見を踏まえ、食育推進計画を策定し、

欠食率の低下に向けて推進してまいりたいと

考えているところであります。 

次に、大麻など薬物乱用の防止に関する対

策についてでありますが、近年、高校生や大

学生など若年層による大麻の不法所持や、販

売、大麻の種子から不正に栽培する事例等が

報告され、薬物乱用の拡大が深刻な状況とな

っております。北海道は、野生大麻が多いこ

とから、道においては、野生大麻・けし撲滅

に力を入れておりますが、野生大麻や違法栽

培を見つけた場合、保健所または警察へ連絡

することとなっており、市としましても関係

機関と連携を図りながら、適切に対応してま

いります。 

また、道警に対し、薬物乱用防止広報車に

よる啓発活動の要請をするなど、薬物乱用防

止に関する啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 次に移ります。 

１０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員（登壇） 平成２１年

第３回市議会定例会に当たり、市長に質問を

いたします。 

大綱１点目は、環境行政であります。平成

１９年からごみの有料化が開始をされました。

特に有料化の目的である総体的な排出抑制を

図るための具体的な成果として、市民がごみ

を減量するための行動推進、排出抑制や分別

の徹底、費用負担の公平性、さらに、ごみの

減量とリサイクル推進等を行うと記されてい

ます。また、可燃ごみの焼却処理対応も南空

知地域ごみ処理広域化検討協議会で検討を進

めた経過があるものの、現在では、これらも

解消されている状況であります。事業系ごみ

は、本年１０月１日より事業系ごみ処理手数

料が改正されます。従来は、事業所の面積及

び業態区分に応じた定額負担から、改正では

従量制に移行されます。このことにより、収

集コスト・搬入処分コスト等、家庭ごみの負

担より事業系ごみの負担は、一部を除き負担

増となります。そこで、３点お聞きをいたし

ます。 

１つ目は、雑紙類の回収についてでありま

すが、先の委員会においてコピー用紙等、雑

紙のリサイクルを検討してはと質問をいたし

ましたが、答弁では回収経費がかかるため、

現在は考えられないと言うことでした。しか

し、有料化の目的には、ごみの減量化やリサ

イクル推進を行おうと言われています。この

ことは、最終処分場の搬入抑制を行い、少し

でも処分場の延命を図ることにつながるんで

はないかと思います。札幌市も７月１日から

ごみ分別による有料化を開始しました。テレ

ビ報道でも再三放映を行なって、分別収集で

コピー用紙等雑紙を無料回収すると報じてい

ます。この回収は、資源の再利用を目的とさ

れているとも言われている。こういう中で、

どうして美唄市は資源活用の理念を持たない

のか、改めてお聞きをいたしますが、雑紙類

の回収を行う考えはないのか。 

２つ目は、可燃ごみ処理体制であります。

広域検討協議会では、ごみ焼却処理は断念を

し、各自治体での対応と伺ってます。何度か

質問をさせていただいていますが、これらに

ついて検討する、調査するとの答弁でありま

す。その後、焼却処理についてどのように検
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討を進められているのか、現在までの状況と、

今後の対応についてお聞きをします。 

３つ目は、事業系ごみの処理についてであ

ります。本年１０月１日より手数料改正によ

り、収集がスタートすることになりました。

この改正に当たっては、産業・厚生常任委員

会においても多くの議論を行ったところであ

ります。特に事業者に対して十分な説明、理

解を図るよう求めたところでもあります。そ

こでお聞きをいたしますが、事業者の皆さん

に趣旨説明はどのように行ったのか。また、

理解が得られたのか、お答えをいただきたい

と思います。 

大綱の２点目は、税務行政についてお聞き

をします。年々財政が厳しい状況下、ごみ有

料化、また固定資産税、軽自動車等と市民へ

の負担を強いているのが現状です。また、行

政としても職員給与の削減、経費の削減等と

自らの努力も行っているものの、市民におい

ては経済の悪化に伴い、ぎりぎりの生活の中

できちっと納付を続けている市民の方々にと

っては、未納・滞納税があることに不満を抱

かざるを得ない状況にあります。これらを踏

まえて、お聞きをいたしますが、１つ目に、

未納・滞納税額の過去５カ年の推移を年度ご

とに、また、２０年度末までの累積未納・滞

納税額をお聞きします。 

２つ目は、滞納税額過去５カ年、年度ごと

の不納欠損額をお示ししていただきたいと思

います。 

３つ目には、収納対策についてであります。

平成１８年滞納に対する特別措置条例が制定

され、その後、対象者に対し職員が個別訪問

して収納に努められていることは承知をして

います。現在も未納・滞納が多額に生じてい

るのもまた実態です。そこで、収納対策につ

いての具体的な取り組み内容等についてお答

えを願います。 

大綱３点目の、新型インフルエンザ対策で

ありますが、先ほどの同僚議員の質問と同趣

旨のものであり、答弁内容では国の協議、検

討等、課題は残すものの一定の理解をいたし

ましたので、割愛をしたいと思います。 

議長においてお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げます。 

以上この場からの質問を終わります。 

●議長内馬場克康君 ただいま、小関議員の

発言にありました質問項目の取り下げにつき

まして、議長において措置いたします。 

市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 小関議員の質問

にお答えします。 

初めに、環境行政について、家庭用ごみ分

別収集に伴う紙類回収についてでありますが、

家庭から出される紙については、再利用でき

る資源の一つであると認識しております。し

かしながら、現状の収集体制でさらに紙類を

分別回収するとなりますと、新たな経費負担

が生じることが見込まれることから、新聞紙

や雑誌などにつきましては、集団資源回収や

リサイクルへの取り組みを行っている事業者

を利用するなど、市民の皆様のご協力を得な

がら、ごみの減量化に努めてまいりたいと考

えております。また、新聞紙や雑誌以外の雑

紙やコピー用紙などにつきましては、今後、

実施自治体の状況等を調査の上検討してまい

りたいと考えております。 

次に、可燃ごみ処理体制の推進状況につい
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てでありますが、南空知地域ごみ処理広域化

検討協議会では、生ごみを含む広域焼却処理

について幹事会で協議した結果、各自治体の

対象可燃ごみの相違や、構成自治体の減によ

る財政負担など、さまざまな課題がある事か

ら、昨年８月の幹事会において可燃ごみの広

域焼却処理は無理であると共に、平成２０年

度からの広域処理の開始は困難であるとの結

論を基に、本年８月１３日北海道空知支庁に

対して、焼却処理の広域化は困難であること、

また、今後の協議会としては焼却処理以外の

ごみの資源化などの広域処理方法について引

き続き検討する旨の文書を提示したところで

あります。 

本市といたしましては、協議会での結論を

踏まえ、生ごみを含む可燃ごみについては、

高温の水蒸気と高圧処理により固形燃料化す

るシステムなど、現在の収集体制を考慮し、

月形町との共同処理なども視野に入れ検討し、

年内を目途に方向性を明らかにしてまいりた

いと考えております。 

次に、事業系ごみにおける対象事業者への

周知についてでありますが、１０月１日から

排出方法及び料金の変更を実施するに当たり、

事業系ごみ収集を申告されている市内事業者

の皆様宛てに５月上旬に上半期分納付書の送

付時に説明資料を送付させていただいたほか、

広報誌や市ホームページにてお知らせをする

とともに、事業者の皆様にご理解をいただく

ため、６月と８月にそれぞれ午後と夜間の２

回に分け、計４回の説明会を開催いたしまし

た。述べ４回の説明会の中で、８月の説明会

におきましては、６月にいただいたご意見、

ご要望を踏まえ、改めて改定趣旨及び変更内

容等の説明を行うと共に、ご要望を反映した

ごみ袋の提示なども行いました。参加者の

方々より多くのご意見やご要望をいただき質

疑応答の中でご理解をいただけるよう説明に

努めたところであります。 

なお、市のホームページでの情報提供や広

報誌９月号に折り込みを入れるなど、周知を

図っているところでありますが、今後とも広

報誌等を活用し、周知徹底に努めてまいりた

いと考えております。 

次に、税務行政について、収納対策の具体

的取り組みについてでありますが、これまで

市税等収納推進対策本部を設置し、未納・滞

納者との納税相談を基本に滞納整理強調月間

の設定やフレックスタイムを活用した夜間個

別訪問徴収を実施しております。併せて関係

各課と連携した電話催告、市・道民税におけ

る北海道との共同催告のほか、管理職による

個別訪問徴収を実施するとともに、インター

ネット公売の体制整備や自動車のタイヤロッ

クの導入、サービス制限条例の活用など、収

納率向上に努めてきたところであります。 

また、滞納処分につきましては、国税還付

金などの差し押さえを中心に執行してきたと

ころであります。 

なお、過去５年間における収入未済額及び

不納欠損額につきましては、市民部長から答

弁させていただきます。 

私からは以上でございます。 

●議長内馬場克康君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 収入未済額及び不納

欠損額につきまして、私から答弁させていた

だきます。 

初めに、過去５年間における収入未済額に
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ついてでありますが、市税につきましては、

平成１６年度３億４，５５２万円、１７年度

３億５，６２４万４，０００円、１８年度３

億５，５１１万９，０００円、１９年度３億

８，８４５万６，０００円、２０年度３億５，

９９８万６，０００円となっております。 

また、国民健康保険税につきましては、平

成１６年度４億３，０９８万６，０００円、

１７年度４億５，３４２万２，０００円、１

８年度４億４，９９２万１，０００円、１９

年度４億５，８８１万４，０００円、２０年

度３億８，４８１万８，０００円となってお

ります。 

次に、過去５年間における不納欠損額につ

いてでありますが、市税につきましては、平

成１６年度２，８４０万円、平成１７年度２，

５３４万７，０００円、１８年度２，３５８

万７，０００円、１９年度１，７７４万７，

０００円、２０年度６，３２３万４，０００

円となっております。 

また、国民健康保険税につきましては、平

成１６年度５，８４９万３，０００円、１７

年度２，９７７万４，０００円、１８年度３，

９６９万２，０００円、１９年度３，３８３

万６，０００円、２０年度８，１５８万８，

０００円となっております。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員 それぞれお答えいた

だきました。自席から何点かお伺いをしたい

と思います。 

コピー用紙等雑紙の回収については、実施

に向けてさらに検討をお願いしたいというふ

うに思います。 

そこで、１つ目は可燃ごみ処理体制であり

ますけども、可燃ごみも特に生ごみのウエー

トが高いというふうに思います。可燃ごみの

焼却処理、また、固形燃料等の施設導入、こ

れらに対しては今後検討して行っても、しば

らくの時間が要するのかなと思います。そこ

で、まず、生ごみの処理対策を講ずるべきで

ないかなと、このように思っているわけです。

３月の一般質問で他市町村の取り組み、この

実態の中では北九州市で魔法のバケツの話も

あって、研究調査をすると答弁をされており

ました。その後、これらについてどのような

調査・研究、そして検討されたのか、お伺い

したいと思います。特に、この空知、美唄市

の近辺ですけれども、三笠市では、この生ご

みの回収に当たっては、１８リットルのオイ

ル缶、これらを各家庭に配置をし、週２回、

回収に回って歩く。これは、回収業者がいま

して、それらの生ごみを回収していくと。そ

して、それを持ち込んだところで、畑等の肥

料をつくっているというところも三笠の中で

は、ごく近いところでそういうこともやって

おりますし、滝川では大きな団地の所に生ご

み処理機を設置をしています。これも２４時

間フルに利用できます。ただし、これらにつ

いても鍵のセッティング等があるんで、１枚

２００円ですけども１月、このカードを持っ

て、カードを差し込むことによってふたが開

く。こんな形の中で２４時間その応対ができ

ると、こういうことも実はやっておりますし、

これらの設置については、行政ではなくて、

これで一晩のうちに肥料になって出てくる、

これを回収する業者がそういうものを設置し

ながら、生ごみの排出抑制を図っているとい
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う、実態はごくごく近い中でもそういうこと

があるわけです。しっかりとこの生ごみ対策

というのは、行政の中でも考えていけるんじ

ゃないかなと、こんな思いもしておりますの

で、これらの研究、それから調査をした魔法

のバケツと合わせて、これらについてもご答

弁していただければなと、こんなふうに思っ

ております。 

２点目は、事業系ごみの処理ですけれども、

答弁でそれぞれ説明会を開催をし、理解が得

られたと、こんなような答弁だったのかなと

思いますけども。説明会にあたって、対象人

数はどれぐらい実はいるのか。そして、今回

の事業者の説明会についてどの程度の方々が

出席をされて、そして理解を示したのか。こ

のことについてお答えをいただきたいなとい

うふうに思います。 

３点目は、不納欠損ですけども、市税に関

してですけども、１７年から５カ年で１億３，

３００万に上ってるわけです。これは、時効

になって回収が不納になった総額だというふ

うに判断をしていますけども、市の財政を考

えるときに非常に大きな額だなと、このよう

に思っています。当然これらの解消に向けて

悪質な対象者については、平成１７年のとき

に、私質問したと思うんですけども、名前を

公表してはどうだと、こんな質問もした経緯

があります。しかし、答弁の中では、今後、

納税収納体制にしっかりした条例制定をしな

がら頑張っていくと、こう言われまして、そ

の経過を実は見守ってきているわけですけれ

ども。しかし、実態は毎年３億５，０００万

を超える滞納額が生じているわけです。市

税・国保税を合計すると７億４，０００万を

超える額です。苦しくても、納税してる市民

は大勢います。改めてお聞きをしますが、収

納対策に万全を期すべきだと考えていますけ

れども、また、市税・国保税、滞納税額につ

いてしっかりと市民の方々に知らせる必要も

あるんでないかなというふうに思います。広

報誌等を通して公表することによって、広く

市民の方々に納税の意識を高めていくことに

もつながるんではないかなと、このようにも

考えていますので、市長の見解をお聞きをし

たいというふうに思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 

●市長桜井道夫君 小関議員の質問に順次お

答えします。 

初めに、生ごみの処理についてであります

が、大豆を発行させるテンペ菌を使った魔法

のバケツによる生ごみの処理につきましては、

年間を通して気温が高い地域に適していると

言われておりまして、本市の気象条件では適

さない処理方法と考えてございます。本市と

しては、生ごみの処理ついては現在の収集体

制の中で、他の可燃ごみと合わせて処理でき

る方式を中心に検討しており、このため、生

ごみを含む可燃ごみを資源化する方法として、

生ごみからポリ乳酸や、エタノール生成の可

能性などについて調査等を行ってきましたが、

可燃ごみと生ごみの分別や、生ごみの量が少

ないため、事業化などの面で課題があると考

えております。このため、生ごみの処理につ

きましては、水切りの徹底や家庭での堆肥化

の奨励など市民の協力をいただきながら、ご

み減量化の推進に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

次に、事業系ごみにかかる地域別・業態別
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による説明会の開催についてでありますが、

６月及び８月に開催いたしました説明会につ

きましては、事業系ごみ収集の申告を受けて

いる市内５４７事業所を対象とした全体説明

会とさせていただいたところであり、延べ６

３事業所７９名、全体の約１２％の方々の参

加をいただいたところであります。 

次に、市税等に係る収納対策の具体的取り

組みについてでありますが、平成２０年度に

おいては、北海道との人事交流により滞納処

分の技術的向上を図り、財産調査を徹底し、

預貯金や給与などの債権の差し押さえを強化

したところであります。このことにより、預

貯金の差し押さえ３７１万９，０００円を始

め、国税還付金の差し押さえなどと合わせて、

６４５万９，０００円の収入を確保する一方、

滞納者の生活状況・実態踏まえ個々の担税能

力を見きわめ、滞納処分の停止などを実施し、

適切に不納欠損処理を行うなど、滞納額の縮

減に努めたところであります。 

また、収納実態を含めた市税等の概要につ

きましては、市のホームページなどを活用し

て情報提供してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、これまでの対策

の継続・強化に努めると共に、負担能力があ

るにもかかわらず滞納している、いわゆる悪

質滞納者につきましては、徹底した財産調査

の上差し押さえを執行するなど、税負担の公

平性と自主財源の確保に努めてまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員 それぞれ生ごみの関

係では、この地域では似つかわしくないと、

こういう答弁でございました。先ほどお話し

たように、近隣でもそういう対応をしてると

いうことも、今事例として挙げたわけですけ

ども、これらについては、改めてさらに調査

をし、市内の中で取り組める体制があれば研

究検討もして進めていっていただきたいなと

いうふうに思います。 

事業系ごみの関係なんですけれども、今ご

答弁いただいたら１２％程度の方の出席で４

回開催をして行なったと、こういうふうなこ

とです。実際に１２％の事業主の方の理解を

得て、１０月１日からスタートを果たしてで

きるのかなと、今ちょっと答弁を聞きながら

危惧をしていました。特に、今回の午後から

と夜間との４回の事業主の説明会ということ

ですけども、それぞれ事業主の中には仕事上

の都合で開催時間帯に出席できないという方、

それぞれからいろんな意見が実は来ています。

でき得れば、それぞれ地域に入ってきていた

だいて、そして時間の整理をしながら、説明

していただきたい。この４回とも市内の中に

１カ所で集まって来いって、こんな感じの中

での説明会で、それぞれ時間のやりくり等が

つかないで、４回とも行けなかったという多

くの実は事業者から声が来ております。もう

間もなく日数も限られてきているわけであり

ますけれども、これらについても、さらに、

それぞれの要望箇所、事業等、場合によって

は個別の中でも説明をして、しっかりと１日

スタートに向けた周知に努めていくべきだと

このように思いますが、最後になりましたけ

れども、市長の改めてのお答えをいただきた

いというふうに思います。 

●議長内馬場克康君 市長。 
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●市長桜井道夫君 小関議員の質問にお答え

します。 

生ごみの処理についてはいろいろ今後検討

させいただきますけども、今言われるように、

三笠、それから滝川等の事例も参考にしなが

ら、検討を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

それから、説明会に参加できなかった事業

所の方々への周知についてでありますが、こ

れまで市窓口での説明を始め、一部地域での

チラシ配布や店舗訪問など個別対応を行って

まいりましたが、対象事業者の皆さんには、

改めて文書による周知徹底に努めてまいりた

いとこのように考えているところでございま

す。 

以上でございます。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ延会いたし

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし｣と呼ぶ者あり) 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

本日はこれをもって延会いたします。 

 

午後２時４０分 延会 
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